
 

 

「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

○ 運営推進会議の開催については、(4)⑲地域との連携等の【地域密着型通所介護】

の項を参照のこと。ただし、安全・サービス提供管理委員会が担う機能を求めてい

ることを踏まえ、一定の配慮をし、利用者の状態に応じて、概ね12月に１回以上の

開催とする。 

○ 居宅サービス計画に基づきサービスを提供している指定療養通所介護事業者につ

いては、居宅サービス計画を作成している指定居宅介護支援事業者から通所療養介

護計画の提供の求めがあった際には、療養通所介護計画を提供することに協力する

よう努めること。 

 

⑤療養通所介護費  １２，７８５単位／月 

○ 療養通所介護費は、当該療養通所介護事業所へ登録した者について、登録してい

る期間１月につき所定単位数を算定する。月途中から登録した場合又は月途中から

登録を終了した場合には、登録していた期間（登録日から当該月の末日まで又は当

該月の初日から登録終了日まで）に対応した単位数を算定することとする。 

○ これらの算定の基礎となる「登録日」とは、利用者が療養通所介護事業者と利用

契約を結んだ日ではなく、サービスを実際に利用開始した日とする。また、「登録終

了日」とは、利用者が療養通所介護事業者との間の利用契約を終了した日とする。 

 

⑥短期利用療養通所介護費   １，３３５単位／日 

 

⑦入浴介助を行わない場合の減算 

○ 入浴介助を行っていない場合は、所定単位数の100分の 95に相当する単位数を算

定する。 

・ 事業所内に入浴設備がない場合など事業所の都合によって入浴介助を実施しな

い場合は減算の対象となる。また、療養通所介護計画に、入浴介助の提供が位置

づけられている場合に、利用者側の事情により、療養通所介護費を算定する月に

入浴介助を１度も実施しなかった場合も減算の対象となる。 

ただし、利用者の心身の状況や希望により、清拭又は部分浴を実施した場合は

この限りではない。 

 

⑧サービス提供が過少である場合の減算 

○ 算定月における提供回数について、利用者１人当たり平均回数が、月５回に満た

ない場合は、所定単位数の100分の 70に相当する単位数を算定する。 

イ 「利用者１人当たり平均回数」は、暦月ごとにサービス提供回数の合計数を、

利用者数で除することによって算定するものとする。 

ロ 利用者が月の途中で、利用を開始する、終了する又は入院する場合にあっては、

当該利用者を「利用者１人当たり平均回数」の算定に含めないこととする。 

ハ 市町村長は、サービス提供回数が過少である状態が継続する場合には事業所に

対して適切なサービスの提供を指導するものとする。 
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⑨中山間地域等に居住する利用者に対する加算（５％加算） 

○ 中山間地域等に居住する利用者に、運営規程（届出事項）で定める通常の事業の

実施地域を越えて、指定療養通所介護を行った場合に加算する。 

（中山間地域等に居住する利用者にサービスを提供しても、通常の事業の実施地域

内であれば、加算は算定不可） 

○ 中山間地域等（福岡県内で関係あるもの） 

…離島振興対策実施地域、辺地、振興山村、特定農山村地域、過疎地域 

（具体的地域は、80ページ以降及び県のホームページを参照すること。） 

 

⑩口腔・栄養スクリーニング加算 

＜共通事項＞ 

○ 指定地域密着型通所介護事業所の従業者が、利用開始時及び利用中６月ごとに利

用者の口腔の健康状態のスクリーニング又は栄養状態のスクリーニングを行った場

合に、１回につき算定する。 

ア 口腔・栄養スクリーニング加算の算定に係る口腔の健康状態のスクリーニング

（以下「口腔スクリーニング」という。）及び栄養状態のスクリーニング（以下

「栄養スクリーニング」という。）は、利用者ごとに行われるケアマネジメント

の一環として行われることに留意すること。 

イ 口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングは、利用者に対して、原則として

一体的に実施すべきものであること。ただし、大臣基準第51号の６ロに規定する

場合にあっては、口腔スクリーニング又は栄養スクリーニングの一方のみを行い、

口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)を算定することができる。 

ウ 口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングを行うに当たっては、利用者につ

いて、それぞれ次に掲げる確認を行い、確認した情報を介護支援専門員に対し、

提供すること。 

ⅰ 口腔スクリーニング 

ａ 硬いものを避け、柔らかいものを中心に食べる者 

ｂ 入れ歯を使っている者 

ｃ むせやすい者 

ⅱ 栄養スクリーニング 

ａ ＢＭＩが18.5未満である者 

ｂ １～６月間で３％以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の

実施について」（平成18年６月９日老発第0609001 号厚生労働省老健局長通

知）に規定する基本チェックリストの№11の項目が「１」に該当する者 

ｃ 血清アルブミン値が3.5ｇ/dl以下である者 

ｄ 食事摂取量が不良（75％以下）である者 

エ 口腔・栄養スクリーニング加算の算定を行う事業所については、サービス担当

者会議で決定することとし、原則として、当該事業所が当該加算に基づく口腔ス

クリーニング又は栄養スクリーニングを継続的に実施すること。 
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オ 口腔・栄養スクリーニング加算に基づく口腔スクリーニング又は栄養スクリー

ニングの結果、栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービス又は口腔機能向上加

算の算定に係る口腔機能向上サービスの提供が必要だと判断された場合は、口

腔・栄養スクリーニング加算の算定月でも栄養改善加算又は口腔機能向上加算を

算定できること。 

○ 当該利用者が、当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定して

いる場合は算定しない。 

 

 

◎ 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)  ２０単位／回（６月ごとに１回算定） 

○ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

ア 利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔の健康状態について確認を行い、

当該利用者の口腔の健康状態に関する情報（当該利用者の口腔の健康状態が低下

しているおそれのある場合にあっては、その改善に必要な情報を含む。）を当該

利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。 

イ 利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該

利用者の栄養状態に関する情報（当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低

栄養状態の改善に必要な情報を含む。）を当該利用者を担当する介護支援専門員

に提供していること。 

ウ 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

 

 

⑪療養通所介護事業所の利用中に他の療養通所介護事業所を利用した場合（算定不可） 

利用者が一の指定療養通所介護事業所において、指定療養通所介護を受けている 

間は、当該指定療養通所介護事業所以外の指定療養通所介護事業所が指定療養通所 

介護を行った場合に、療養通所介護費は、算定しない。 

 

⑫重度者ケア体制加算     １５０単位／月 

厚生労働大臣が指定する研修を受講した看護師等を一定数以上配置し、指定訪問看 

護事業者の指定を併せて受けたうえで一体的に事業を実施するなどの基準を満たした

事業所が、重度の要介護者を受け入れて指定地域密着型通所介護を行っていること。 

 

⑬サービス提供体制強化加算(Ⅲ)（(Ⅲ)イ又は(Ⅲ)ロのいずれかのみ算定） 

◎ サービス提供体制強化加算(Ⅲ)イ  ４８単位／月 

⑴ 直接提供職員の総数のうち勤続年数７年以上の者の占める割合が100分の30以

上であること。 

⑵ 定員超過利用、人員基準欠如に該当していないこと。 

◎ サービス提供体制強化加算(Ⅲ)ロ  ２４単位／月 

⑴ 直接提供職員の総数のうち勤続年数３年以上の者の占める割合が100分の30以

上であること。 
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⑵ 定員超過利用、人員基準欠如に該当していないこと。 
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介
護

地
域

密
着

型
通

所
介

護
報

酬
認

知
症

専
門

ケ
ア

加
算

、
認

知
症

加
算

（
Ⅰ

）
・

（
Ⅱ

）

認
知

症
介

護
に

係
る

専
門

的
な

研
修

を
修

了
し

た
者

を
配

置
す

る
と

あ
る

が
、
「
配

置
」

の
考

え
方

如
何

。
常

勤
要

件
等

は
あ

る
か

。

・
 専

門
的

な
研

修
を

修
了

し
た

者
の

配
置

に
つ

い
て

は
、
常

勤
等

の
条

件
は

無
い

が
、
認

知
症

チ
ー

ム
ケ

ア
や

認
知

症
介

護
に

関
す

る
研

修
の

実
施

な
ど

、
本

加
算

制
度

の
要

件
を

満
た

す
た

め
に

は
事

業
所

内
で

の
業

務
を

実
施

す
る

必
要

が
あ

る
こ

と
か

ら
、
加

算
対

象
事

業
所

の
職

員
で

あ
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る

。
・
 な

お
、
本

加
算

制
度

の
対

象
と

な
る

事
業

所
は

、
専

門
的

な
研

修
を

修
了

し
た

者
の

勤
務

す
る

主
た

る
事

業
所

１
か

所
の

み
で

あ
る

。

介
護

保
険

最
新

情
報

R
6

.3
.1

5
V

o
l.

１
1
2

2
5

「
令

和
６

年
度

介
護

報
酬

改
定

に
関

す
る

Q
＆

A
（
V

o
l.

1
）
（
令

和
6

年
３

月
1
5

日
）

の
送

付
に

つ
い

て
p

1
5

1
9

通
所

介
護

地
域

密
着

型
通

所
介

護
報

酬
認

知
症

専
門

ケ
ア

加
算

、
認

知
症

加
算

認
知

症
専

門
ケ

ア
加

算
（
Ⅱ

）
及

び
（
看

護
）
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

に
お

け
る

認
知

症
加

算
（
Ⅰ

）
の

認
知

症
介

護
指

導
者

は
、
研

修
修

了
者

で
あ

れ
ば

管
理

者
で

も
か

ま
わ

な
い

か
。

認
知

症
介

護
指

導
者

研
修

修
了

者
で

あ
り

、
適

切
に

事
業

所
全

体
の

認
知

症
ケ

ア
の

実
施

等
を

行
っ

て
い

る
場

合
で

あ
れ

ば
、

そ
の

者
の

職
務

や
資

格
等

に
つ

い
て

は
問

わ
な

い
。

介
護

保
険

最
新

情
報

R
6

.3
.1

5
V

o
l.

１
1
2

2
5

「
令

和
６

年
度

介
護

報
酬

改
定

に
関

す
る

Q
＆

A
（
V

o
l.

1
）
（
令

和
6

年
３

月
1
5

日
）

の
送

付
に

つ
い

て
p

1
5

2
0

―　61　―



サ
ー

ビ
ス

種
別

基
準

種
別

項
目

質
問

回
答

文
書

名
問

番
号

通
所

介
護

地
域

密
着

型
通

所
介

護
報

酬
認

知
症

専
門

ケ
ア

加
算

、
認

知
症

加
算

認
知

症
介

護
実

践
リ

ー
ダ

ー
研

修
を

修
了

し
て

い
な

い
が

、
都

道
府

県
等

が
当

該
研

修
修

了
者

と
同

等
の

能
力

を
有

す
る

と
認

め
た

者
で

あ
っ

て
、
認

知
症

介
護

指
導

者
養

成
研

修
を

修
了

し
た

者
に

つ
い

て
、
認

知
症

専
門

ケ
ア

加
算

及
び

通
所

介
護

、
地

域
密

着
型

通
所

介
護

に
お

け
る

認
知

症
加

算
並

び
に

（
看

護
）
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

に
お

け
る

認
知

症
加

算
（
Ⅰ

）
・
（
Ⅱ

）
に

お
け

る
認

知
症

介
護

実
践

リ
ー

ダ
ー

研
修

修
了

者
と

し
て

み
な

す
こ

と
は

で
き

な
い

か
。

・
 認

知
症

介
護

指
導

者
養

成
研

修
に

つ
い

て
は

認
知

症
介

護
実

践
研

修
（
認

知
症

介
護

実
践

者
研

修
及

び
認

知
症

介
護

実
践

リ
ー

ダ
ー

研
修

）
の

企
画

・
立

案
に

参
加

し
、
又

は
講

師
と

し
て

従
事

す
る

こ
と

が
予

定
さ

れ
て

い
る

者
で

あ
る

こ
と

が
そ

の
受

講
要

件
に

あ
り

、
平

成
 2

0
 年

度
ま

で
に

行
わ

れ
た

カ
リ

キ
ュ

ラ
ム

に
お

い
て

は
認

知
症

介
護

実
践

リ
ー

ダ
ー

研
修

の
内

容
が

全
て

含
ま

れ
て

い
た

こ
と

等
の

経
過

を
踏

ま
え

、
認

知
症

介
護

実
践

リ
ー

ダ
ー

研
修

が
未

受
講

で
あ

っ
て

も
当

該
研

修
を

修
了

し
た

も
の

と
み

な
す

こ
と

と
す

る
。

・
 従

っ
て

、
認

知
症

専
門

ケ
ア

加
算

（
Ⅱ

）
及

び
（
看

護
）
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

に
お

け
る

認
知

症
加

算
（
Ⅱ

）
に

つ
い

て
は

、
加

算
対

象
と

な
る

者
が

2
0

 名
未

満
の

場
合

に
あ

っ
て

は
、
平

成
 2

0
 年

度
以

前
の

認
知

症
介

護
指

導
者

養
成

研
修

を
修

了
し

た
者

（
認

知
症

介
護

実
践

リ
ー

ダ
ー

研
修

の
未

受
講

者
）
1
 名

の
配

置
で

算
定

で
き

る
こ

と
と

し
、
通

所
介

護
、
地

域
密

着
型

通
所

介
護

に
お

け
る

認
知

症
加

算
に

つ
い

て
は

、
当

該
者

を
指

定
通

所
介

護
を

行
う

時
間

帯
を

通
じ

て
１
名

の
配

置
で

算
定

で
き

る
こ

と
と

な
る

。

介
護

保
険

最
新

情
報

R
6

.3
.1

5
V

o
l.

１
1
2

2
5

「
令

和
６

年
度

介
護

報
酬

改
定

に
関

す
る

Q
＆

A
（
V

o
l.

1
）
（
令

和
6

年
３

月
1
5

日
）

の
送

付
に

つ
い

て
p

1
6

2
1

通
所

介
護

地
域

密
着

型
通

所
介

護
報

酬
認

知
症

専
門

ケ
ア

加
算

、
認

知
症

加
算

例
え

ば
、
平

成
 1

8
 年

度
よ

り
全

国
社

会
福

祉
協

議
会

が
認

定
し

、
日

本
介

護
福

祉
士

会
等

が
実

施
す

る
「
介

護
福

祉
士

フ
ァ

ー
ス

ト
ス

テ
ッ

プ
研

修
」
に

つ
い

て
は

、
認

知
症

介
護

実
践

リ
ー

ダ
ー

研
修

相
当

と
し

て
認

め
ら

れ
る

か
。

本
加

算
制

度
の

対
象

と
な

る
認

知
症

介
護

実
践

リ
ー

ダ
ー

研
修

に
つ

い
て

は
、
自

治
体

が
実

施
又

は
指

定
す

る
研

修
と

し
て

お
り

、
研

修
カ

リ
キ

ュ
ラ

ム
、

講
師

等
を

審
査

し
、
適

当
と

判
断

さ
れ

た
場

合
に

は
認

め
ら

れ
る

。

介
護

保
険

最
新

情
報

R
6

.3
.1

5
V

o
l.

１
1
2

2
5

「
令

和
６

年
度

介
護

報
酬

改
定

に
関

す
る

Q
＆

A
（
V

o
l.

1
）
（
令

和
6

年
３

月
1
5

日
）

の
送

付
に

つ
い

て
p

1
7

2
2

通
所

介
護

地
域

密
着

型
通

所
介

護
報

酬
認

知
症

専
門

ケ
ア

加
算

、
認

知
症

加
算

認
知

症
介

護
実

践
リ

ー
ダ

ー
研

修
修

了
者

は
、
「
痴

呆
介

護
研

修
事

業
の

実
施

に
つ

い
て

」
（
平

成
 1

2
 年

９
月

５
日

老
発

第
 6

2
3

 号
）
及

び
「
痴

呆
介

護
研

修
事

業
の

円
滑

な
運

営
に

つ
い

て
」
（
平

成
 1

2
 年

 1
0

 月
 2

5
 日

老
計

第
 4

3
 号

）
に

お
い

て
規

定
す

る
専

門
課

程
を

修
了

し
た

者
も

含
む

の
か

。

含
む

も
の

と
す

る
。

介
護

保
険

最
新

情
報

R
6

.3
.1

5
V

o
l.

１
1
2

2
5

「
令

和
６

年
度

介
護

報
酬

改
定

に
関

す
る

Q
＆

A
（
V

o
l.

1
）
（
令

和
6

年
３

月
1
5

日
）

の
送

付
に

つ
い

て
p

1
7

2
3

通
所

介
護

地
域

密
着

型
通

所
介

護
報

酬
認

知
症

専
門

ケ
ア

加
算

認
知

症
専

門
ケ

ア
加

算
及

び
通

所
介

護
、
地

域
密

着
型

通
所

介
護

に
お

け
る

認
知

症
加

算
並

び
に

（
看

護
）
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

に
お

け
る

認
知

症
加

算
（
Ⅰ

）
・
（
Ⅱ

）
に

お
け

る
「
技

術
的

指
導

に
係

る
会

議
」
と

、
特

定
事

業
所

加
算

や
サ

ー
ビ

ス
提

供
体

制
強

化
加

算
に

お
け

る
「
事

業
所

に
お

け
る

従
業

者
の

技
術

指
導

を
目

的
と

し
た

会
議

」
が

同
時

期
に

開
催

さ
れ

る
場

合
で

あ
っ

て
、
当

該
会

議
の

検
討

内
容

の
１
つ

が
、
認

知
症

ケ
ア

の
技

術
的

指
導

に
つ

い
て

の
事

項
で

、
当

該
会

議
に

登
録

ヘ
ル

パ
ー

を
含

め
た

全
て

の
訪

問
介

護
員

等
や

全
て

の
従

業
者

が
参

加
し

た
場

合
、
両

会
議

を
開

催
し

た
も

の
と

考
え

て
よ

い
の

か
。

貴
見

の
と

お
り

で
あ

る
。

介
護

保
険

最
新

情
報

R
6

.3
.1

5
V

o
l.

１
1
2

2
5

「
令

和
６

年
度

介
護

報
酬

改
定

に
関

す
る

Q
＆

A
（
V

o
l.

1
）
（
令

和
6

年
３

月
1
5

日
）

の
送

付
に

つ
い

て
p

1
8

2
4

療
養

通
所

介
護

報
酬

重
度

者
ケ

ア
体

制
加

算
に

つ
い

て
重

度
者

ケ
ア

体
制

加
算

 に
お

い
て

求
め

る
看

護
師

の
 「

 保
健

師
助

産
師

看
護

師
法

（
昭

和
二

十
三

年
法

律
第

二
百

三
号

）
第

三
十

七
条

の
二

第
二

項
第

五
号

に
規

定
す

る
指

定
研

修
機

関
に

お
い

て
行

わ
れ

る
研

修
等

 」
 と

は
、
ど

の
よ

う
な

も
の

か
 。

現
時

点
で

は
、
 以

下
 の

研
修

が
該

当
す

る
。

・
特

定
行

為
に

係
る

看
護

師
の

研
修

制
度

に
よ

り
厚

生
労

働
大

臣
が

指
定

す
る

指
定

研
修

機
関

に
お

い
て

行
わ

れ
る

研
修

・
日

本
看

護
協

会
の

認
定

看
護

師
教

育
課

程
 、

 日
本

看
護

協
会

が
認

定
し

て
い

る
看

護
系

大
学

院
の

専
門

看
護

師
教

育
課

程

介
護

保
険

最
新

情
報

R
6

.3
.1

5
V

o
l.

１
1
2

2
5

「
令

和
６

年
度

介
護

報
酬

改
定

に
関

す
る

Q
＆

A
（
V

o
l.

1
）
（
令

和
6

年
３

月
1
5

日
）

の
送

付
に

つ
い

て
p

3
1

5
2

―　62　―



サ
ー

ビ
ス

種
別

基
準

種
別

項
目

質
問

回
答

文
書

名
問

番
号

通
所

介
護

地
域

密
着

型
通

所
介

護
報

酬
個

別
機

能
訓

練
加

算
(
Ⅰ

)
 イ

・
ロ

の
人

員
配

置
要

件

個
別

機
能

訓
練

加
算

 (
Ⅰ

)
イ

・
ロ

に
お

い
て

は
、
専

ら
機

能
訓

練
指

導
員

の
職

務
に

従
事

す
る

理
学

療
法

士
等

を
１
名

以
上

配
置

す
る

こ
と

と
な

っ
て

い
る

が
、
具

体
的

な
配

置
時

間
の

定
め

は
あ

る
の

か
。

個
別

機
能

訓
練

加
算

（
Ⅰ

）
 イ

・
ロ

に
係

る
機

能
訓

練
指

導
員

に
つ

い
て

は
、
具

体
的

な
配

置
時

間
の

定
め

は
な

い
が

、
当

該
機

能
訓

練
指

導
員

は
個

別
機

能
訓

練
計

画
の

策
定

に
主

体
的

に
関

与
す

る
と

と
も

に
、
利

用
者

に
対

し
個

別
機

能
訓

練
を

直
接

実
施

し
た

り
、
実

施
後

の
効

果
等

を
評

価
し

た
り

す
る

必
要

が
あ

る
こ

と
か

ら
、
計

画
策

定
に

要
す

る
時

間
、
訓

練
時

間
、
効

果
を

評
価

す
る

時
間

等
を

踏
ま

え
て

配
置

す
る

こ
と

。
な

お
、
当

該
機

能
訓

練
指

導
員

は
専

従
で

配
置

す
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る

が
、
常

勤
・
非

常
勤

の
別

は
問

わ
な

い
。

介
護

保
険

最
新

情
報

R
6

.3
.1

5
V

o
l.

１
1
2

2
5

「
令

和
６

年
度

介
護

報
酬

改
定

に
関

す
る

Q
＆

A
（
V

o
l.

1
）
（
令

和
6

年
３

月
1
5

日
）

の
送

付
に

つ
い

て
p

3
2

5
3

通
所

介
護

地
域

密
着

型
通

所
介

護
報

酬
個

別
機

能
訓

練
加

算
（
Ⅰ

）
ロ

の
人

員
配

置
要

件

個
別

機
能

訓
練

加
算

(
Ⅰ

)
 ロ

に
お

い
て

は
、
専

ら
機

能
訓

練
指

導
員

の
職

務
に

従
事

す
る

理
学

療
法

士
等

を
１
名

以
上

配
置

す
る

こ
と

に
加

え
て

、
専

ら
機

能
訓

練
指

導
員

の
職

務
に

従
事

す
る

理
学

療
法

士
等

を
１
名

以
上

配
置

す
る

こ
と

と
な

っ
て

い
る

た
め

、
合

計
で

同
時

に
２

名
以

上
の

理
学

療
法

士
等

を
配

置
す

る
必

要
が

あ
る

と
い

う
こ

と
か

。

貴
見

の
と

お
り

。

介
護

保
険

最
新

情
報

R
6

.3
.1

5
V

o
l.

１
1
2

2
5

「
令

和
６

年
度

介
護

報
酬

改
定

に
関

す
る

Q
＆

A
（
V

o
l.

1
）
（
令

和
6

年
３

月
1
5

日
）

の
送

付
に

つ
い

て
p

3
2

5
4

通
所

介
護

地
域

密
着

型
通

所
介

護
報

酬
個

別
機

能
訓

練
加

算
（
Ⅰ

）
イ

及
び

ロ
の

人
員

配
置

要
件

個
別

機
能

訓
練

加
算

 （
Ⅰ

）
ロ

に
お

い
て

は
、
専

ら
機

能
訓

練
指

導
員

の
職

務
に

従
事

す
る

理
学

療
法

士
等

を
１
名

以
上

配
置

す
る

こ
と

に
加

え
て

、
専

ら
機

能
訓

練
指

導
員

の
職

務
に

従
事

す
る

理
学

療
法

士
等

を
１
名

以
上

配
置

す
る

こ
と

と
な

っ
て

い
る

が
、

専
ら

機
能

訓
練

指
導

員
の

職
務

に
従

事
す

る
理

学
療

法
士

等
を

１
名

し
か

確
保

で
き

な
い

日
が

あ
る

場
合

、
当

該
日

は
個

別
機

能
訓

練
加

算
 (

Ⅰ
)
ロ

に
代

え
て

個
別

機
能

訓
練

加
算

 (
Ⅰ

)
 イ

を
算

定
し

て
も

よ
い

か
。

差
し

支
え

な
い

。
た

だ
し

、
専

ら
機

能
訓

練
指

導
員

の
職

務
に

従
事

す
る

理
学

療
法

士
等

を
１
名

以
上

配
置

し
て

い
る

の
み

の
場

合
と

、
こ

れ
に

加
え

て
専

ら
機

能
訓

練
指

導
員

 の
職

務
に

従
事

す
る

理
学

療
法

士
等

を
１
名

以
上

配
置

し
て

い
る

場
合

で
は

、
個

別
機

能
訓

練
の

実
施

体
制

に
差

が
生

じ
る

も
の

で
あ

る
こ

と
か

ら
、
営

業
日

ご
と

の
理

学
療

法
士

等
の

配
置

体
制

に
つ

い
て

、
利

用
者

に
あ

ら
か

じ
め

説
明

し
て

お
く

必
要

が
あ

る
。

介
護

保
険

最
新

情
報

R
6

.3
.1

5
V

o
l.

１
1
2

2
5

「
令

和
６

年
度

介
護

報
酬

改
定

に
関

す
る

Q
＆

A
（
V

o
l.

1
）
（
令

和
6

年
３

月
1
5

日
）

の
送

付
に

つ
い

て
p

3
3

5
5

通
所

介
護

地
域

密
着

型
通

所
介

護
報

酬
個

別
機

能
訓

練
加

算
（
Ⅰ

）
ロ

の
人

員
配

置
要

件

個
別

機
能

訓
練

加
算

 (
Ⅰ

)
 イ

に
お

い
て

は
、
専

ら
機

能
訓

練
指

導
員

の
職

務
に

従
事

す
る

理
学

療
法

士
等

を
１
名

以
上

配
置

す
る

こ
と

と
な

っ
て

い
る

。
ま

た
個

別
機

能
訓

練
加

算
 (

Ⅰ
)
 ロ

に
お

い
て

は
、
個

別
機

能
訓

練
加

算
（
Ⅰ

）
イ

の
要

件
で

あ
る

、
専

ら
機

能
訓

練
指

導
員

の
職

務
に

従
事

す
る

理
学

療
法

士
等

を
１
名

以
上

配
置

す
る

こ
と

に
加

え
て

、
専

ら
機

能
訓

練
指

導
員

の
職

務
に

従
事

す
る

理
学

療
法

士
等

を
１
名

以
上

配
置

す
る

こ
と

と
な

っ
て

い
る

が
、
こ

れ
ら

の
理

学
療

法
士

等
は

病
院

、
診

療
所

、
訪

問
看

護
ス

テ
ー

シ
ョ

ン
等

と
の

連
携

に
よ

り
確

保
す

る
こ

と
と

し
て

も
よ

い
か

。

個
別

機
能

訓
練

加
算

（
Ⅰ

）
イ

及
び

ロ
に

つ
い

て
は

 、
い

ず
れ

の
場

合
も

、
当

該
加

算
を

算
定

す
る

事
業

所
に

理
学

療
法

士
等

を
配

置
す

る
必

要
が

あ
る

こ
と

か
ら

、
事

業
所

以
外

の
機

関
と

の
連

携
に

よ
り

確
保

す
る

こ
と

は
認

め
ら

れ
な

い
。

介
護

保
険

最
新

情
報

R
6

.3
.1

5
V

o
l.

１
1
2

2
5

「
令

和
６

年
度

介
護

報
酬

改
定

に
関

す
る

Q
＆

A
（
V

o
l.

1
）
（
令

和
6

年
３

月
1
5

日
）

の
送

付
に

つ
い

て
p

3
3

5
6

通
所

介
護

地
域

密
着

型
通

所
介

護
報

酬
個

別
機

能
訓

練
加

算
（
Ⅰ

）
ロ

の
人

員
配

置
要

件

個
別

機
能

訓
練

加
算

 (
Ⅰ

)
 ロ

に
お

い
て

は
、
専

ら
機

能
訓

練
指

導
員

の
職

務
に

従
事

す
る

理
学

療
法

士
等

を
１
名

以
上

配
置

す
る

こ
と

に
加

え
て

、
専

ら
機

能
訓

練
指

導
員

の
職

務
に

従
事

す
る

理
学

療
法

士
等

を
１
名

以
上

配
置

す
る

こ
と

と
な

っ
て

い
る

が
、

個
別

機
能

訓
練

加
算

 (
Ⅰ

)
 ロ

は
、
こ

の
要

件
に

基
づ

き
、
合

計
で

２
名

以
上

の
理

学
療

法
士

等
を

配
置

し
て

い
る

時
間

帯
に

お
い

て
個

別
機

能
訓

練
を

実
施

し
た

利
用

者
に

対
し

て
の

み
算

定
す

る
こ

と
が

で
き

る
の

か
。

貴
見

の
と

お
り

。
例

え
ば

サ
ー

ビ
ス

提
供

時
間

が
９

時
か

ら
1
7

 時
で

あ
る

通
所

介
護

等
事

業
所

に
お

い
て

、
-９

時
か

ら
 1

2
 時

：
専

ら
機

能
訓

練
指

導
員

の
職

務
 に

従
事

す
る

理
学

療
法

士
等

を
１
名

配
置

-1
0

 時
か

ら
 1

3
 時

：
専

ら
機

能
訓

練
指

導
員

の
職

務
に

従
事

す
る

理
学

療
法

士
等

を
１
名

配
置

し
た

場
合

、
 1

0
 時

か
ら

 1
2

 時
ま

で
に

当
該

理
学

療
法

士
等

か
ら

個
別

機
能

訓
練

を
受

け
た

利
用

者
に

対
し

て
の

み
、
個

別
機

能
訓

練
加

算
 (

Ⅰ
)
 ロ

を
算

定
す

る
こ

と
が

で
き

る
。
（
９

時
か

ら
 1

0
 時

、
 1

2
 時

か
ら

 1
3

 時
に

当
該

理
学

療
法

士
等

か
ら

個
別

機
能

訓
練

を
受

け
た

利
用

者
に

つ
い

て
は

、
個

別
機

能
訓

練
加

算
  

(
Ⅰ

)
イ

を
算

定
す

る
こ

と
が

で
き

る
。
）

介
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最
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情
報

R
6

.3
.1

5
V

o
l.

１
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5

「
令

和
６

年
度

介
護

報
酬

改
定

に
関

す
る

Q
＆

A
（
V

o
l.

1
）
（
令

和
6

年
３

月
1
5

日
）

の
送

付
に

つ
い

て
p

3
4

5
7

通
所

介
護

地
域

密
着

型
通

所
介

護
報

酬

機
能

訓
練

指
導

員
が

専
ら

機
能

訓
練

指
導

員
の

職
務

に
従

事
す

る
理

学
療

法
士

等
を

兼
務

し
た

場
合

の
個

別
機

能
訓

練
加

算
(
Ⅰ

)
イ

又
は

ロ
の

算
定

個
別

機
能

訓
練

加
算

 (
Ⅰ

)
 イ

又
は

ロ
に

お
い

て
は

、
専

ら
機

能
訓

練
指

導
員

の
職

務
に

従
事

す
る

理
学

療
法

士
等

を
配

置
す

る
必

要
が

あ
る

が
、
通

所
介

護
事

業
所

（
地

域
密

着
型

通
所

介
護

事
業

所
）
に

お
い

て
配

置
が

義
務

づ
け

ら
れ

て
い

る
機

能
訓

練
指

導
員

に
加

え
て

、
専

ら
機

能
訓

練
指

導
員

の
職

務
に

従
事

す
る

理
学

療
法

士
等

を
配

置
す

る
必

要
が

あ
る

の
か

。

・
機

能
訓

練
指

導
員

の
配

置
基

準
は

、
指

定
通

所
介

護
事

業
所

（
指

定
地

域
密

着
型

通
所

介
護

事
業

所
）

ご
と

に
１
以

上
と

さ
れ

て
い

る
。
こ

の
基

準
に

よ
り

配
置

さ
れ

た
機

能
訓

練
指

導
員

が
「
専

ら
機

能
訓

練
指

導
員

の
職

務
に

従
事

す
る

理
学

療
法

士
等

」
で

あ
る

場
合

は
、
個

別
機

能
訓

練
加

算
（
Ⅰ

）
の

算
定

要
件

の
一

つ
で

あ
る

「
専

ら
機

能
訓

練
指

導
員

の
職

務
に

従
事

す
る

理
学

療
法

士
等

を
１
名

以
上

配
置

」
を

満
た

す
も

の
と

し
て

差
し

支
え

な
い

。

介
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最
新

情
報
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年
度

介
護

報
酬

改
定

に
関

す
る

Q
＆

A
（
V

o
l.

1
）
（
令

和
6

年
３

月
1
5

日
）

の
送

付
に

つ
い

て
p

3
4

5
8

―　63　―



サ
ー

ビ
ス

種
別

基
準

種
別

項
目

質
問

回
答

文
書

名
問

番
号

通
所

介
護

地
域

密
着

型
通

所
介

護
人

員
人

員
配

置
④

看
護

職
員

の
配

置
基

準
の

緩
和

病
院

、
診

療
所

又
は

訪
問

看
護

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

と
の

契
約

で
確

保
し

た
看

護
職

員
は

、
営

業
日

ご
と

に
利

用
者

の
健

康
状

態
の

確
認

を
行

う
必

要
が

あ
る

が
、
そ

の
場

合
ど

の
程

度
の

従
事

時
間

が
必

要
か

。
ま

た
、
事

業
所

に
駆

け
つ

け
る

こ
と

が
で

き
る

体
制

と
は

、
距

離
的

に
ど

の
程

度
離

れ
た

範
囲

ま
で

を
想

定
し

て
い

る
の

か
。

・
健

康
状

態
の

確
認

を
行

う
た

め
に

要
す

る
時

間
は

、
事

業
所

の
規

模
に

応
じ

て
異

な
る

た
め

、
一

概
に

示
す

こ
と

は
で

き
な

い
が

、
利

用
者

全
員

に
対

し
て

適
切

に
健

康
状

態
の

確
認

を
行

え
る

よ
う

に
病

院
、
診

療
所

又
は

訪
問

看
護

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

と
契

約
を

結
ぶ

必
要

が
あ

る
。

・
ま

た
、
事

業
所

に
駆

け
つ

け
 る

こ
と

が
で

き
る

体
制

に
係

る
距

離
的

概
念

に
つ

い
て

は
、
地

域
の

実
情

に
応

じ
て

対
応

す
る

た
め

、
一

概
に

示
す

こ
と

は
で

き
な

い
が

、
利

用
者

の
容

態
急

変
に

対
応

で
き

る
よ

う
契

約
先

の
病

院
、
診

療
所

又
は

訪
問

看
護

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

か
ら

適
切

に
指

示
を

受
け

る
こ

と
が

で
き

る
連

絡
体

制
を

確
保

す
る

こ
と

で
も

密
接

か
つ

適
切

な
連

携
を

図
っ

て
い

る
こ

と
に

な
る

。

介
護
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険

最
新

情
報
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5

「
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和
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度

介
護

報
酬

改
定

に
関

す
る

Q
＆

A
（
V

o
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1
）
（
令

和
6

年
３

月
1
5

日
）

の
送

付
に

つ
い

て
p

3
5

5
9

通
所

介
護

地
域

密
着

型
通

所
介

護
報

酬
入

浴
介

助
加

算
（
Ⅰ

）
 ①

研
修

内
容

に
つ

い
て

入
浴

介
助

に
関

す
る

研
修

と
は

具
体

的
に

は
ど

の
よ

う
な

内
容

が
想

定
さ

れ
る

の
か

。

・
具

体
的

に
は

 、
 脱

衣
、
洗

髪
、
洗

体
、
移

乗
、
着

衣
な

ど
入

浴
に

係
る

一
連

の
動

作
に

お
い

て
介

助
対

象
者

に
必

要
な

入
浴

介
助

技
術

や
転

倒
防

止
、
入

浴
事

故
防

止
の

た
め

の
リ

ス
ク

管
理

や
安

全
管

理
等

が
挙

げ
ら

れ
る

が
、
こ

れ
ら

に
限

る
も

の
で

は
な

い
。

・
な

お
、
こ

れ
ら

の
研

修
に

お
い

て
は

、
内

部
研

修
・
外

部
研

修
を

問
わ

ず
、
入

浴
介

助
技

術
の

向
上

を
図

る
た

め
、
継

続
的

に
研

修
の

機
会

を
確

保
さ

れ
た

い
。

介
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最
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情
報
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１
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5

「
令

和
６

年
度

介
護

報
酬

改
定

に
関

す
る

Q
＆

A
（
V

o
l.

1
）
（
令

和
6

年
３

月
1
5

日
）

の
送

付
に

つ
い

て
p

3
5

6
0

通
所

介
護

地
域

密
着

型
通

所
介

護
報

酬
入

浴
介

助
加

算
（
Ⅱ

）
 ②

情
報

通
信

機
器

等
を

活
用

し
た

訪
問

方
法

に
つ

い
て

情
報

通
信

機
器

等
を

活
用

し
た

訪
問

す
る

者
（
介

護
職

員
）
と

評
価

を
す

る
者

（
医

師
等

）
が

画
面

を
通

し
て

同
時

進
行

で
評

価
及

び
助

言
を

行
わ

な
い

と
い

け
な

い
の

か
。

情
報

通
信

機
器

等
を

活
用

し
た

訪
問

や
評

価
方

法
と

し
て

は
、
必

ず
し

も
画

面
を

通
し

て
同

時
進

行
で

対
応

す
る

必
要

は
な

く
、
医

師
等

の
指

示
の

下
、

当
該

利
用

者
の

動
作

に
つ

い
て

は
動

画
、
浴

室
の

環
境

に
つ

い
て

は
写

真
に

す
る

な
ど

、
状

況
に

応
じ

て
動

画
・
写

真
等

を
 活

用
し

、
 医

師
等

に
評

価
し

て
も

ら
う

事
で

要
件

を
満

た
す

こ
と

と
し

て
い

る
。

介
護

保
険

最
新

情
報

R
6

.3
.1

5
V

o
l.

１
1
2

2
5

「
令

和
６

年
度

介
護

報
酬

改
定

に
関

す
る

Q
＆

A
（
V

o
l.

1
）
（
令

和
6

年
３

月
1
5

日
）

の
送

付
に

つ
い

て
p

3
6

6
1

通
所

介
護

地
域

密
着

型
通

所
介

護
報

酬
入

浴
介

助
加

算
（
Ⅱ

）
入

浴
介

助
加

算
(
Ⅱ

)
 は

、
利

用
者

が
居

宅
に

お
い

て
利

用
者

自
身

で
又

は
家

族
等

の
介

助
に

よ
り

入
浴

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

な
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

も
の

で
あ

る
が

、
こ

の
場

合
の

「
居

宅
」
と

は
ど

の
よ

う
な

場
所

が
想

定
さ

れ
る

の
か

。

・
利

用
者

の
自

宅
（
高

齢
者

住
宅

（
居

室
内

の
浴

室
を

使
用

す
る

場
合

の
ほ

か
、
共

同
の

浴
室

を
使

用
す

る
場

合
も

含
む

。
）
を

含
む

。
）
の

ほ
か

、
利

用
者

の
親

族
の

自
宅

が
想

定
さ

れ
る

。
な

お
、
自

宅
に

浴
室

が
な

い
等

、
具

体
的

な
入

浴
場

面
を

想
定

し
て

い
な

い
利

用
者

や
、
本

人
が

希
望

す
る

場
所

で
入

浴
す

る
に

は
心

身
機

能
の

大
幅

な
改

善
が

必
要

と
な

る
利

用
者

に
あ

っ
て

は
、
以

下
 ①

～
 ⑤

 を
す

べ
て

満
た

す
こ

と
に

よ
り

、
当

面
の

目
標

と
し

て
通

所
介

護
等

で
の

入
浴

の
自

立
を

図
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

、
同

加
算

を
算

定
す

る
こ

と
と

し
て

も
差

し
支

え
な

い
。

①
通

所
介

護
等

事
業

所
の

浴
室

に
お

い
て

、
医

師
、
理

学
療

法
士

、
作

業
療

法
士

、
介

護
福

祉
士

若
し

く
は

介
護

支
援

専
門

員
又

は
利

用
者

の
動

作
及

び
浴

室
の

環
境

の
評

価
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

福
祉

用
具

専
門

相
談

員
、
機

能
訓

練
指

導
員

、
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
の

職
員

そ
の

他
住

宅
改

修
に

関
す

る
専

門
的

知
識

及
び

経
験

を
有

す
る

者
が

利
用

者
の

動
作

を
評

価
す

る
。

②
通

所
介

護
等

事
業

所
に

お
い

て
、
自

立
し

て
入

浴
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
必

要
な

設
備

（
入

浴
に

関
す

る
福

祉
用

具
等

）
を

備
え

る
。

③
通

所
介

護
等

事
業

所
の

機
能

訓
練

指
導

員
等

が
共

同
し

て
、
利

用
者

の
動

作
を

評
価

し
た

者
等

と
の

連
携

の
下

で
、
当

該
利

用
者

の
身

体
の

 状
況

や
通

所
介

護
等

事
業

所
の

浴
室

の
環

境
等

を
踏

ま
え

た
個

別
の

入
浴

計
画

を
作

成
す

る
。
な

お
、
個

別
の

入
浴

計
画

に
相

当
す

る
内

容
を

通
所

介
護

計
画

の
中

に
記

載
す

る
場

合
は

、
そ

の
記

載
を

も
っ

て
個

別
の

入
浴

計
画

の
作

成
に

代
え

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
と

す
る

。
④

個
別

の
入

浴
計

画
に

基
づ

き
、
通

所
介

護
等

事
業

所
に

お
い

て
、
入

浴
介

助
を

行
う

。
⑤

入
浴

設
備

の
導

入
や

心
身

機
能

の
回

復
等

に
よ

り
、
通

所
介

護
等

以
外

の
場

面
で

の
入

浴
が

想
定

で
き

る
よ

う
に

な
っ

て
い

る
か

ど
う

か
、
個

別
の

利
用

者
の

状
況

に
照

ら
し

確
認

す
る

。
・
な

お
、
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

に
つ

い
て

も
同

様
に

取
り

扱
う

。

介
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V
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１
1
2

2
5

「
令

和
６

年
度

介
護

報
酬

改
定

に
関

す
る

Q
＆

A
（
V

o
l.

1
）
（
令

和
6

年
３

月
1
5

日
）

の
送

付
に

つ
い

て
p

3
7

6
2

通
所

介
護

地
域

密
着

型
通

所
介

護
報

酬
入

浴
介

助
加

算
（
Ⅱ

）

入
浴

介
助

加
算

(
Ⅱ

)
  

に
つ

い
て

、
医

師
、
理

学
療

法
士

、
作

業
療

法
士

、
介

護
福

祉
士

若
し

く
は

介
護

支
援

専
門

員
又

は
利

用
者

の
動

作
及

び
浴

室
の

環
境

の
評

価
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

福
祉

用
具

専
門

相
談

員
、
機

能
訓

練
指

導
員

、
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
の

職
員

そ
の

他
住

宅
改

修
に

関
す

る
専

門
的

知
識

及
び

経
験

を
有

す
る

者
が

利
用

者
の

居
宅

を
訪

問
し

、
浴

室
に

お
け

る
当

該
利

用
者

の
動

作
及

び
浴

室
の

環
境

を
評

価
す

る
こ

と
と

な
っ

て
い

る
が

、
こ

の
「
住

宅
改

修
に

関
す

る
専

門
的

知
識

及
び

経
験

を
有

す
る

者
」
と

は
ど

の
よ

う
な

者
が

想
定

さ
れ

る
か

。

福
祉

・
住

環
境

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

２
級

以
上

の
者

等
が

想
定

さ
れ

る
。
な

お
、
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

に
つ

い
て

も
同

様
に

取
扱

う
。

介
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年
度

介
護

報
酬

改
定

に
関

す
る

Q
＆

A
（
V

o
l.

1
）
（
令

和
6

年
３

月
1
5

日
）

の
送

付
に

つ
い

て
p

3
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6
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サ
ー

ビ
ス

種
別

基
準

種
別

項
目

質
問

回
答

文
書

名
問

番
号

通
所

介
護

地
域

密
着

型
通

所
介

護
報

酬
所

要
時

間
に

よ
る

区
分

の
取

扱
い

所
要

時
間

に
よ

る
区

分
の

取
り

扱
い

と
し

て
、
「
降

雪
等

の
急

な
気

象
状

況
の

悪
化

等
に

よ
り

～
」
と

し
て

い
る

が
、
急

な
気

象
状

況
の

悪
化

等
と

は
豪

雨
な

ど
も

含
ま

れ
る

か
。

降
雪

に
限

ら
ず

局
地

的
大

雨
や

雷
、
竜

巻
、
ひ

ょ
う

な
ど

も
含

ま
れ

る
。
 例

え
ば

、
急

な
気

象
状

況
の

悪
化

等
に

よ
り

道
路

環
境

が
著

し
く

悪
い

状
態

等
も

含
む

こ
と

と
し

て
差

し
支

え
な

い
た

め
、
都

道
府

県
・
市

町
村

に
お

か
れ

て
は

地
域

の
実

態
に

鑑
み

、
対

応
さ

れ
た

い
。

介
護

保
険

最
新

情
報

R
6

.3
.1

5
V

o
l.

１
1
2

2
5

「
令

和
６

年
度

介
護

報
酬

改
定

に
関

す
る

Q
＆

A
（
V

o
l.

1
）
（
令

和
6

年
３

月
1
5

日
）

の
送

付
に

つ
い

て
p

3
8

6
4

通
所

介
護

地
域

密
着

型
通

所
介

護
報

酬
送

迎
減

算
 ①

送
迎

の
範

囲
に

つ
い

て
通

所
系

サ
ー

ビ
ス

に
お

け
る

送
迎

に
お

い
て

、
事

業
所

か
ら

利
用

者
の

居
宅

以
外

の
場

所
（
例

え
ば

、
親

族
の

家
等

）
へ

送
迎

し
た

際
に

送
迎

減
算

を
適

用
し

な
い

こ
と

は
可

能
か

。

・
利

用
者

の
送

迎
に

つ
い

て
は

、
利

用
者

の
居

宅
と

事
業

所
間

の
送

迎
を

原
則

と
す

る
が

、
利

用
者

の
居

住
実

態
が

あ
る

場
所

に
お

い
て

、
事

業
所

の
サ

ー
ビ

ス
提

供
範

囲
内

等
運

営
上

支
障

が
な

く
、
利

用
者

と
利

用
者

家
族

そ
れ

ぞ
れ

の
同

意
が

得
ら

れ
て

い
る

場
合

に
限

り
、
事

業
所

と
当

該
場

所
間

の
送

迎
に

つ
い

て
は

、
送

迎
減

算
を

適
用

し
な

い
。

・
通

所
系

サ
ー

ビ
ス

で
あ

る
介

護
予

防
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

、
療

養
通

所
介

護
に

お
い

て
は

送
迎

減
算

 の
設

定
が

な
い

が
、
同

様
の

取
扱

い
と

す
る

。
な

お
、
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

、
看

護
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

、
指

定
相

当
通

所
型

サ
ー

ビ
ス

に
つ

い
て

も
同

様
に

取
扱

う
こ

と
と

し
て

差
し

支
え

な
い

。

介
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保
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最
新
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報

R
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.3
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V

o
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１
1
2

2
5

「
令

和
６

年
度

介
護

報
酬

改
定

に
関

す
る

Q
＆

A
（
V

o
l.

1
）
（
令

和
6

年
３

月
1
5

日
）

の
送

付
に

つ
い

て
p

3
9

6
5

通
所

介
護

地
域

密
着

型
通

所
介

護
報

酬
送

迎
減

算
 ②

同
乗

に
つ

い
て

A
 事

業
所

の
利

用
者

に
つ

い
て

、
 B

 事
業

所
の

従
業

者
が

当
該

利
用

者
の

居
宅

と
 A

事
業

所
と

の
間

の
送

迎
を

行
っ

た
場

合
、
送

迎
減

算
は

適
用

さ
れ

る
の

か
。
ま

た
、
 B

事
業

所
の

従
業

者
が

送
迎

を
行

う
際

に
、
 A

 事
業

所
と

 B
 事

業
所

の
利

用
者

を
同

乗
さ

せ
る

こ
と

は
可

能
か

。

・
送

迎
減

算
は

、
送

迎
を

行
う

利
用

者
が

利
用

し
て

い
る

事
業

所
の

従
業

者
（
問

中
の

事
例

で
あ

れ
 ば

、
A

 事
業

所
の

従
業

者
）
が

当
該

利
用

者
の

居
宅

と
事

業
所

間
の

送
迎

を
実

施
し

て
い

な
い

場
合

に
適

用
さ

れ
る

も
の

で
あ

る
こ

と
か

ら
、
適

用
さ

れ
る

。
た

だ
し

、
 B

 事
業

所
の

従
業

者
が

 A
 事

業
所

と
雇

用
契

約
を

締
結

し
て

い
る

場
合

は
、
 A

 事
業

所
の

従
業

者
（
か

つ
 B

 事
業

所
の

従
業

者
）
が

送
迎

を
実

施
し

て
い

る
も

の
と

解
さ

れ
る

た
め

、
こ

の
限

り
で

は
な

い
。

・
上

記
の

よ
う

な
、
雇

用
契

約
を

結
ん

だ
上

で
の

 A
 事

業
所

 と
 B

 事
業

所
の

利
用

者
の

同
乗

に
つ

い
て

は
、
事

業
所

間
に

お
い

て
同

乗
に

か
か

る
条

件
（
費

用
負

担
、
責

任
の

所
在

等
）
を

そ
れ

ぞ
れ

の
合

議
の

う
え

決
定

し
て

い
る

場
合

に
は

、
 利

用
者

を
同

乗
さ

せ
る

こ
と

は
 差

し
支

え
な

い
。
ま

た
、
障

害
福

祉
事

業
所

の
利

用
者

の
同

乗
も

可
能

で
あ

る
が

、
送

迎
範

囲
は

利
用

者
の

利
便

性
を

損
な

う
こ

と
の

な
い

範
囲

並
び

に
各

事
業

所
の

通
常

の
事

業
実

施
地

域
範

囲
内

と
す

る
。

・
通

所
系

サ
ー

ビ
ス

で
あ

る
介

護
予

防
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

、
療

養
通

所
介

護
に

お
い

て
は

送
迎

減
算

の
設

定
が

な
い

が
、
同

様
の

取
扱

い
と

す
る

。
な

お
、
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

、
看

護
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

、
指

定
相

当
通

所
型

サ
ー

ビ
ス

に
つ

い
て

も
同

様
に

取
扱

う
こ

と
と

し
て

差
し

支
え

な
い

。

介
護

保
険

最
新

情
報

R
6

.3
.1

5
V

o
l.

１
1
2

2
5

「
令

和
６

年
度

介
護

報
酬

改
定

に
関

す
る

Q
＆

A
（
V

o
l.

1
）
（
令

和
6

年
３

月
1
5

日
）

の
送

付
に

つ
い

て
p

4
0

6
6

通
所

介
護

地
域

密
着

型
通

所
介

護
報

酬
送

迎
減

算
 ③

共
同

委
託

に
つ

い
て

Ａ
事

業
所

の
利

用
者

に
つ

い
て

、
Ａ

事
業

所
が

送
迎

に
係

る
業

務
を

委
託

し
た

事
業

者
に

よ
り

、
当

該
利

用
者

の
居

宅
と

Ａ
事

業
所

と
の

間
の

送
迎

が
行

わ
れ

た
場

合
、
送

迎
減

算
は

適
用

さ
れ

る
の

か
。
ま

た
、
複

数
の

事
業

所
で

第
三

者
に

共
同

で
送

迎
を

委
託

す
る

場
合

、
各

事
業

所
の

利
用

者
を

同
乗

さ
せ

る
こ

と
は

可
能

か
。

・
指

定
通

所
介

護
等

事
業

者
は

、
指

定
通

所
介

護
等

事
業

 所
ご

と
に

、
当

該
指

定
通

所
介

護
等

事
業

所
の

従
業

者
に

よ
っ

て
指

定
通

所
介

護
等

を
提

供
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

。
た

だ
し

、
利

用
者

の
処

遇
に

直
接

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

業
務

に
つ

い
て

は
こ

の
限

り
で

は
な

い
こ

と
か

ら
、

各
通

所
介

護
等

事
業

所
の

状
況

に
応

じ
、
送

迎
に

係
る

業
務

に
つ

い
て

第
三

者
へ

委
託

等
を

行
う

こ
と

も
可

能
で

あ
る

。
な

お
、
問

中
の

事
例

に
つ

い
て

、
送

迎
に

係
る

業
務

が
委

託
さ

れ
、
受

託
し

た
事

業
者

に
よ

り
、
利

用
者

の
居

宅
と

事
業

所
と

の
間

の
送

迎
が

行
わ

れ
た

場
合

は
、
送

迎
減

算
は

適
用

さ
れ

な
い

。
・
別

の
事

業
所

へ
委

託
す

る
場

合
や

複
数

の
事

業
所

で
共

同
委

託
を

行
う

場
合

も
、
事

業
者

間
に

お
い

 て
同

乗
に

か
か

る
条

件
（
費

用
負

担
、
責

任
の

所
在

等
）
を

そ
れ

ぞ
れ

の
合

議
の

う
え

決
定

し
て

い
る

場
合

に
は

、
 利

用
者

を
同

乗
さ

せ
る

こ
と

は
 差

し
支

え
な

い
。
ま

た
、
障

害
福

祉
事

業
所

の
利

用
者

の
同

乗
も

可
能

で
あ

る
が

、
送

迎
範

囲
は

利
用

者
の

利
便

性
を

損
な

う
こ

と
の

な
い

範
囲

並
び

に
各

事
業

所
の

通
常

の
事

業
実

施
地

域
範

囲
内

と
す

る
。

・
通

所
系

サ
ー

ビ
ス

で
あ

る
介

護
予

防
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

、
療

養
通

所
介

護
に

お
い

て
は

送
迎

減
算

の
設

定
が

な
い

が
、
同

様
の

取
扱

い
と

す
る

。
な

お
、
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

、
看

護
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

、
指

定
相

当
通

所
型

サ
ー

ビ
ス

に
つ

い
て

も
同

様
に

取
扱

う
こ

と
と

し
て

差
し

支
え

な
い

。

介
護
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る
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）
（
令

和
6

年
３

月
1
5

日
）

の
送

付
に

つ
い

て
p

4
1

6
7

通
所

介
護

地
域

密
着

型
通

所
介

護
報

酬
３

％
加

算
・
規

模
区

分
の

特
例

（
利

用
延

人
員

数
の

減
少

理
由

）

基
本

報
酬

へ
の

３
％

加
算

（
以

下
「
３

％
加

算
」
と

い
う

。
）
や

事
業

所
規

模
別

の
報

酬
区

分
の

決
定

に
係

る
特

例
（
以

下
「
規

模
区

分
の

特
例

」
と

い
う

。
）
で

は
、
現

に
感

染
症

や
災

害
の

影
響

と
想

定
さ

れ
る

利
用

延
人

員
数

の
減

少
が

一
定

以
上

生
じ

て
い

る
場

合
に

あ
っ

て
は

、
減

少
の

具
体

的
な

理
由

は
問

わ
な

い
の

か
。

対
象

と
な

る
旨

を
厚

生
労

働
省

か
ら

事
務

連
絡

に
よ

り
お

知
ら

せ
し

た
感

染
症

又
は

災
害

に
つ

い
て

は
、
利

用
延

人
員

数
の

 減
少

が
生

じ
た

具
体

的
な

理
由

は
問

わ
ず

、
当

該
感

染
症

又
は

災
害

の
影

響
と

想
定

さ
れ

る
利

用
延

人
員

数
の

減
少

が
一

定
以

上
生

じ
て

い
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、
３

％
加

算
や

規
模

区
分

の
特

例
を

適
用

す
る

こ
と

と
し

て
差

し
支

え
な

い
。
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サ
ー

ビ
ス

種
別

基
準

種
別

項
目

質
問

回
答

文
書

名
問

番
号

通
所

介
護

地
域

密
着

型
通

所
介

護
報

酬
３

％
加

算
及

び
規

模
区

分
の

特
例

（
感

染
症

に
よ

る
休

業
要

請
時

の
取

扱
い

）

各
月

の
利

用
延

人
員

数
及

び
前

年
度

の
１
月

当
た

り
の

平
均

利
用

延
人

員
数

は
、
通

所
介

護
、
地

域
密

着
型

通
所

介
護

及
び

（
介

護
予

防
）
認

知
症

対
応

型
通

所
介

護
に

つ
い

て
は

、
「
指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
に

要
す

る
費

用
の

額
の

算
定

に
関

す
る

基
準

（
訪

問
通

所
サ

ー
ビ

ス
、
居

宅
療

養
管

理
指

導
及

び
福

祉
用

具
貸

与
に

係
る

部
分

）
及

び
指

定
居

宅
介

護
支

援
に

要
す

る
費

用
の

額
の

算
定

に
関

す
る

基
準

の
制

定
に

伴
う

実
施

上
の

留
意

事
項

に
つ

い
て

」
（
平

成
 1

2
 年

３
月

１
日

老
企

第
 3

6
 号

）
（
以

下
「
留

意
事

項
通

知
」

と
い

う
。
）
第

２
の

７
（
４

）
及

び
（
５

）
を

、
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

に
つ

い
て

は
留

意
事

項
通

知
第

２
 の

８
（
２

）
及

 び
（
８

 ）
を

準
用

し
算

定
す

る
こ

と
と

な
っ

て
い

る
が

、
感

染
症

の
感

染
拡

大
防

止
の

た
め

、
都

道
府

県
等

か
ら

の
休

業
の

要
請

を
受

け
た

事
業

所
に

あ
っ

て
は

、
休

業
要

請
に

従
っ

て
休

業
し

た
期

間
を

、
留

意
事

項
通

知
の

「
正

月
等

の
特

別
な

期
間

」
と

し
て

取
り

扱
う

こ
と

は
で

き
る

か
。

・
留

意
事

項
通

知
に

お
い

て
「
一

月
間

（
暦

月
）
、
正

月
等

の
特

別
な

期
間

を
除

い
て

毎
日

事
業

を
実

施
し

た
月

に
お

け
る

平
均

利
用

延
人

員
数

に
つ

い
て

は
、
当

該
月

の
平

均
利

用
延

人
員

数
に

七
分

の
六

を
乗

じ
た

数
に

よ
る

も
の

と
す

る
。
」
と

し
て

い
る

の
は

、
「
正

月
等

の
特

別
な

期
間

」
に

お
い

て
は

、
ほ

と
ん

ど
全

て
 の

事
業

所
が

サ
ー

ビ
ス

提
供

を
 行

っ
て

い
な

い
も

の
と

解
さ

れ
る

た
め

で
あ

り
、
こ

の
趣

旨
を

鑑
み

れ
ば

、
都

道
府

県
等

か
ら

の
休

業
の

要
請

を
受

け
、
こ

れ
に

従
っ

て
休

業
し

た
期

間
や

、
自

主
的

に
休

業
し

た
期

間
を

「
正

月
等

の
特

別
な

期
間

」
と

し
て

取
り

扱
う

こ
と

は
で

き
な

い
。

・
な

お
、
通

所
介

護
、
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

に
あ

っ
て

は
、
留

意
事

項
通

知
に

よ
る

事
業

所
規

模
区

分
の

算
定

に
あ

た
っ

て
も

、
同

様
の

取
扱

い
と

す
る

こ
と

と
す

る
。

介
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和
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年
度

介
護

報
酬

改
定

に
関

す
る

Q
＆

A
（
V

o
l.

1
）
（
令

和
6

年
３

月
1
5

日
）

の
送

付
に

つ
い

て
p

4
3

6
9

通
所

介
護

地
域

密
着

型
通

所
介

護
報

酬
３

％
加

算
・
規

模
区

分
の

特
例

（
規

模
区

分
の

特
例

の
年

度
内

で
の

算
定

可
能

回
数

）

規
模

区
分

の
特

例
適

用
の

届
出

は
年

度
内

に
１
度

し
か

行
う

こ
と

が
で

き
な

い
の

か
。

例
え

ば
、
一

度
利

用
延

人
員

数
が

減
少

し
規

模
区

分
の

特
例

を
適

用
し

た
場

合
に

お
い

て
、
次

月
に

利
用

延
人

員
数

が
回

復
し

、
規

模
区

分
の

特
例

の
適

用
を

終
了

し
た

事
業

所
が

あ
っ

た
と

す
る

と
、
当

該
事

業
所

は
そ

の
後

再
び

利
用

延
人

員
数

が
減

少
し

た
場

合
で

も
、
再

度
特

例
の

適
用

の
届

出
を

行
う

こ
と

は
で

き
な

い
の

か
。

通
所

介
護

（
大

規
模

型
Ⅰ

、
大

規
模

型
Ⅱ

）
、
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

所
（
大

規
模

型
）
に

つ
い

て
は

、
利

用
延

人
員

数
の

減
少

が
生

じ
た

場
合

に
お

い
て

は
、
感

染
症

又
は

災
害

（
規

模
区

分
の

特
例

の
対

象
と

な
る

旨
を

厚
生

労
働

省
か

ら
事

務
連

絡
に

よ
り

お
知

ら
せ

し
た

も
の

に
限

る
。
）
が

別
事

由
で

あ
る

か
否

か
に

関
わ

ら
ず

、
年

度
内

に
何

度
で

も
規

模
区

分
の

特
例

適
用

の
届

出
及

び
そ

の
適

用
を

行
う

こ
と

が
可

能
で

あ
る

。
ま

た
、
同

一
の

サ
ー

ビ
ス

提
供

月
に

お
い

て
、
３

％
加

算
の

算
定

と
規

模
区

分
の

特
例

の
適

用
の

両
方

を
行

う
こ

と
は

で
き

な
い

が
、
同

一
年

度
内

に
３

％
加

算
の

算
定

と
規

模
区

分
の

特
例

の
適

用
の

両
方

を
行

う
こ

と
は

可
能

 で
あ

り
、
例

え
ば

、
以

下
も

可
能

で
あ

る
。
（
な

お
、
同

時
に

３
％

加
算

の
算

定
要

件
と

規
模

区
分

の
特

例
の

適
用

要
件

の
い

ず
れ

に
も

該
当

す
る

場
合

は
、
規

模
区

分
の

特
例

を
適

用
す

る
こ

と
と

な
っ

て
い

る
こ

と
に

留
意

す
る

こ
と

。
）

－
年

度
当

初
に

３
％

加
算

算
定

を
行

っ
た

事
業

所
に

つ
い

て
、
３

％
加

算
算

定
終

了
後

に
規

模
区

分
の

特
例

適
用

の
届

出
及

び
そ

の
適

用
を

行
う

こ
と

。
（
一

度
３

％
加

算
を

算
定

し
た

た
め

、
年

度
内

は
３

％
加

算
の

申
請

し
か

行
う

こ
と

が
で

き
な

い
と

い
う

こ
と

は
な

い
。
）

－
年

度
当

初
に

規
模

区
分

の
特

例
適

用
を

行
っ

た
事

業
所

に
つ

い
て

、
規

模
区

分
の

特
例

適
用

終
了

後
に

３
％

加
算

算
定

の
届

出
及

び
そ

の
算

定
を

行
う

こ
と

。
（
一

度
規

模
区

分
の

特
例

を
適

用
し

た
た

め
、
年

度
内

は
規

模
区

分
の

特
例

の
適

用
し

か
行

う
こ

と
が

で
き

な
い

と
い

う
こ

と
は

な
い

。
）

介
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送
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て
p

4
4

7
0

通
所

介
護

地
域

密
着

型
通

所
介

護
報

酬
３

％
加

算
及

び
規

模
区

分
の

特
例

（
届

出
が

な
さ

れ
な

か
っ

た
場

合
の

取
扱

い
）

３
％

加
算

算
定

・
規

模
区

分
の

特
例

の
適

用
に

係
る

届
出

は
、
利

用
延

人
員

数
の

減
少

が
生

じ
た

月
の

翌
月

 1
5

 日
ま

で
に

届
出

を
行

う
こ

と
 と

さ
れ

て
い

る
が

、
同

日
ま

で
に

届
出

が
な

さ
れ

な
か

っ
た

場
合

、
加

算
算

定
や

特
例

の
適

用
を

行
う

こ
と

は
で

き
な

い
の

か
。

貴
見

の
と

お
り

。
他

の
加

算
と

同
様

、
算

定
要

件
を

満
た

し
た

月
（
利

用
延

人
員

数
の

減
少

が
生

じ
た

月
）
の

翌
月

 1
5

 日
ま

で
に

届
出

を
行

わ
な

け
れ

ば
、
３

％
加

算
の

算
定

や
規

模
区

分
の

特
例

の
適

用
は

で
き

な
い

。

介
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１
1
2

2
5

「
令

和
６

年
度

介
護

報
酬

改
定

に
関

す
る

Q
＆

A
（
V

o
l.

1
）
（
令

和
6

年
３

月
1
5

日
）

の
送

付
に

つ
い

て
p

4
5

7
1

通
所

介
護

地
域

密
着

型
通

所
介

護
報

酬
３

％
加

算
及

び
規

模
区

分
の

特
例

（
他

事
業

所
の

利
用

者
を

臨
時

的
に

受
け

入
れ

た
場

合
の

利
用

延
人

員
数

の
算

定
）

感
染

症
又

は
災

害
の

影
響

に
よ

る
他

の
事

業
所

の
休

業
や

サ
ー

ビ
ス

縮
小

等
に

伴
っ

て
、
当

該
事

業
所

の
利

用
者

を
臨

時
的

に
受

け
入

れ
た

結
果

、
利

用
者

数
が

増
加

し
た

事
業

所
に

あ
っ

て
は

、
各

月
の

利
用

延
人

員
数

及
び

前
年

度
１
月

当
た

り
の

平
均

利
用

延
人

員
数

の
算

定
に

あ
た

り
、
や

む
を

得
な

い
理

由
に

よ
り

受
け

入
れ

た
利

用
者

に
つ

い
て

、
そ

の
利

用
者

を
明

確
に

区
分

し
た

上
で

、
平

均
利

用
延

人
員

数
に

含
ま

な
い

こ
と

と
し

て
も

差
し

支
え

な
い

か
。

・
差

し
支

え
な

い
。
本

体
通

知
に

お
い

て
お

示
し

し
て

い
る

と
お

り
、
各

月
の

利
用

延
人

員
数

及
び

前
年

度
の

１
月

当
た

り
の

平
均

利
用

延
人

員
数

の
算

定
に

あ
た

っ
て

は
、
通

所
介

護
、
地

域
密

着
型

通
所

介
護

及
び

（
介

護
予

防
）
認

知
症

対
応

型
通

所
介

護
に

つ
い

て
は

、
「
指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
に

要
す

る
費

用
の

額
の

算
定

に
関

す
る

基
準

（
訪

問
通

所
サ

ー
ビ

ス
、
居

宅
療

養
管

理
指

導
及

び
福

祉
用

具
貸

与
に

係
る

部
分

）
及

び
指

定
居

宅
介

護
支

援
に

要
す

る
費

用
の

額
の

算
定

に
関

す
る

基
準

の
制

定
に

伴
う

実
施

上
の

留
意

事
項

に
つ

い
て

」
（
平

成
 1

2
 年

３
月

１
日

老
企

第
 3

6
 号

）
（
以

下
「
留

意
事

項
通

知
」

と
い

う
。
）
第

２
の

７
（
５

）
を

、
通

所
リ

ハ
ビ

リ
 テ

ー
シ

ョ
ン

に
つ

い
て

は
留

意
事

項
通

知
第

２
の

８
（
２

）
を

準
用

す
る

こ
と

と
し

て
お

り
、
同

項
中

の
「
災

害
そ

の
他

や
む

を
得

な
い

理
由

」
に

は
、
当

該
感

染
症

又
は

災
害

の
影

響
も

含
ま

れ
る

も
の

で
あ

る
。
な

お
、
感

染
症

又
は

災
害

の
影

響
に

よ
り

休
業

や
サ

ー
ビ

ス
縮

小
等

を
行

っ
た

事
業

所
の

利
用

者
を

臨
時

的
に

受
け

入
れ

た
後

、
当

該
事

業
所

の
休

業
や

サ
ー

ビ
ス

縮
小

等
が

終
了

し
て

も
な

お
受

け
入

れ
を

行
っ

た
利

用
者

が
３

％
加

算
の

算
定

や
規

模
区

分
の

特
例

を
行

う
事

業
所

を
利

用
し

続
け

て
い

る
場

合
、
当

該
利

用
者

に
つ

い
て

は
、
平

均
利

用
延

人
員

数
に

含
め

る
こ

と
と

す
る

。
・
ま

た
、
通

所
介

護
、
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

に
あ

っ
て

は
、
留

意
事

項
通

知
に

よ
る

事
業

所
規

模
区

分
の

算
定

に
あ

た
っ

て
も

、
同

様
の

取
扱

い
と

す
る

こ
と

と
す

る
。

介
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改
定

に
関

す
る

Q
＆

A
（
V

o
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1
）
（
令

和
6

年
３

月
1
5

日
）

の
送

付
に

つ
い

て
p

4
6

7
2

通
所

介
護

地
域

密
着

型
通

所
介

護
報

酬
３

％
加

算
及

び
規

模
区

分
の

特
例

（
３

％
加

算
の

年
度

内
で

の
算

定
可

能
回

数
）

感
染

症
又

は
災

害
の

影
響

に
よ

り
利

用
延

人
員

数
が

減
少

し
た

場
合

、
３

％
加

算
算

定
の

届
出

は
年

度
内

に
１
度

し
か

行
う

こ
と

が
で

き
な

い
の

か
。
例

え
ば

、
一

度
利

用
延

人
員

数
が

減
少

し
３

％
加

算
算

定
の

届
出

を
行

い
加

算
を

算
定

し
た

場
合

に
お

い
て

、
次

月
に

利
用

延
人

員
数

が
回

復
し

、
３

％
加

算
の

算
定

を
終

了
し

た
事

業
 所

が
あ

っ
た

と
す

る
と

、
当

該
事

業
所

は
そ

の
後

再
び

利
用

延
人

員
数

が
減

少
し

た
場

合
で

も
、
再

度
３

％
加

算
を

算
定

す
る

こ
と

は
で

き
な

い
の

か
。

感
染

症
や

災
害

（
３

％
加

算
の

対
象

と
な

る
旨

を
厚

生
労

働
省

か
ら

事
務

連
絡

に
よ

り
お

知
ら

せ
し

た
も

の
に

限
る

。
）
に

よ
っ

て
利

用
延

人
員

数
の

減
少

が
生

じ
た

場
合

に
あ

っ
て

は
、
基

本
的

に
一

度
３

％
加

算
を

算
定

し
た

際
と

は
別

の
感

染
症

や
災

害
を

事
由

と
す

る
場

合
に

の
み

、
再

度
３

％
加

算
を

算
定

す
る

こ
と

が
可

能
で

あ
る

。

介
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護
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酬
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定
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関

す
る

Q
＆

A
（
V

o
l.

1
）
（
令

和
6

年
３

月
1
5

日
）

の
送

付
に

つ
い

て
p

4
7

7
3

―　66　―



サ
ー

ビ
ス

種
別

基
準

種
別

項
目

質
問

回
答

文
書

名
問

番
号

通
所

介
護

地
域

密
着

型
通

所
介

護
報

酬
３

％
加

算
及

び
規

模
区

分
の

特
例

（
３

％
加

算
や

規
模

区
分

の
特

例
の

終
期

）

３
％

加
算

や
規

模
区

分
の

特
例

の
対

象
と

な
る

感
染

症
又

は
災

害
に

つ
い

て
は

、
こ

れ
が

発
生

し
た

場
合

 、
対

象
と

な
る

旨
が

厚
生

労
働

省
よ

り
事

務
連

絡
で

示
さ

れ
る

こ
と

と
な

っ
て

い
る

が
、
対

象
と

な
っ

た
後

、
同

感
染

症
又

は
災

害
に

よ
る

３
％

加
算

や
規

模
区

分
の

特
例

が
終

了
す

る
場

合
も

事
務

連
絡

に
よ

り
示

さ
れ

る
の

か
。

３
％

加
算

及
び

規
模

区
分

の
特

例
の

終
期

に
つ

い
て

は
、
対

象
と

な
る

感
染

症
や

災
害

に
よ

り
、
こ

れ
に

よ
る

影
響

が
継

続
す

る
地

域
、
期

間
が

異
な

る
こ

と
か

ら
、
そ

の
都

度
検

討
を

行
い

対
応

を
お

示
し

す
る

。

介
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介
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報
酬

改
定

に
関

す
る

Q
＆

A
（
V

o
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1
）
（
令

和
6

年
３

月
1
5

日
）

の
送

付
に

つ
い

て
p

4
8

7
4

全
サ

ー
ビ

ス
運

営
報

酬
業

務
継

続
計

画
未

策
定

減
算

に
つ

い
て

業
務

継
続

計
画

未
策

定
減

算
は

ど
の

よ
う

な
場

合
に

適
用

と
な

る
の

か
。

・
感

染
症

若
し

く
は

災
害

の
い

ず
れ

か
又

は
両

方
の

業
務

継
続

計
画

が
未

策
定

の
場

合
、
か

つ
、
当

該
業

務
継

続
計

画
に

従
い

必
要

な
措

置
が

講
じ

ら
れ

て
い

な
い

場
合

に
減

算
の

対
象

と
な

る
。

・
な

お
、
令

和
３

年
度

介
護

報
酬

改
定

に
お

い
て

業
務

継
続

計
画

の
策

定
と

同
様

に
義

務
付

け
ら

れ
た

、
業

務
継

続
計

画
の

周
知

、
研

修
、
訓

練
及

び
定

期
的

な
業

務
継

続
計

画
の

見
直

し
の

実
施

の
有

無
は

、
業

務
継

続
計

画
未

策
定

減
算

の
算

定
要

件
で

は
な

い
。

介
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定
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す
る

Q
＆

A
（
V

o
l.

1
）
（
令

和
6

年
３

月
1
5

日
）

の
送

付
に

つ
い

て
p

9
8

1
6

4

全
サ

ー
ビ

ス
運

営
報

酬
業

務
継

続
計

画
未

策
定

減
算

に
つ

い
て

業
務

継
続

計
画

未
策

定
減

算
の

施
行

時
期

は
ど

の
よ

う
に

な
る

の
か

。

業
務

継
続

計
画

未
策

定
減

算
の

施
行

時
期

は
次

の
と

お
り

。
・
通

所
介

護
、
地

域
密

着
型

通
所

介
護

・
・
・
令

和
６

年
４

月
※

た
だ

し
、
令

和
７

年
３

月
 3

1
 日

ま
で

の
間

、
感

染
症

の
予

防
及

び
ま

ん
延

の
防

止
の

た
め

の
指

針
の

整
備

及
び

非
常

災
害

に
関

す
る

具
体

的
計

画
の

策
定

を
行

っ
て

い
る

場
合

に
は

、
減

算
を

適
用

し
な

い
。

介
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V
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１
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2
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5

「
令

和
６

年
度

介
護

報
酬

改
定

に
関

す
る

Q
＆

A
（
V

o
l.

1
）
（
令

和
6

年
３

月
1
5

日
）

の
送

付
に

つ
い

て
p

9
9

1
6

5

全
サ

ー
ビ

ス
運

営
報

酬
業

務
継

続
計

画
未

策
定

減
算

に
つ

い
て

行
政

機
関

に
よ

る
運

営
指

導
等

で
業

務
継

続
計

画
の

未
策

定
な

ど
不

適
切

な
運

営
が

確
認

さ
れ

た
場

合
、
「
事

実
が

生
じ

た
時

点
 」

ま
で

遡
及

し
て

当
該

減
算

を
適

用
す

る
の

か
。

・
業

務
継

続
計

画
未

策
定

減
算

に
つ

い
て

は
、
行

政
機

関
が

運
営

指
導

等
で

不
適

切
な

取
り

扱
い

を
発

見
し

た
時

点
で

は
な

く
、
「
基

準
を

満
た

さ
な

い
事

実
が

生
じ

た
時

点
」
ま

で
遡

及
し

て
減

算
を

適
用

す
る

こ
と

と
な

る
。

・
例

え
ば

、
通

所
介

護
事

業
所

が
、
令

和
７

年
 1

0
 月

の
運

営
指

導
等

に
お

い
て

、
業

務
継

続
計

画
の

未
策

定
が

判
明

し
た

場
合

（
か

つ
、
感

染
症

の
予

防
及

び
ま

ん
延

の
防

止
の

た
め

の
指

針
及

び
非

常
災

害
に

関
す

る
具

体
的

計
画

の
策

定
を

行
っ

て
い

な
い

場
合

）
、
令

和
７

年
 1

0
 月

か
ら

で
は

な
く

、
令

和
６

年
４

月
か

ら
減

算
の

対
象

と
な

る
。

・
ま

た
、
訪

問
介

護
事

業
所

が
、
令

和
７

年
 1

0
 月

の
運

営
指

導
等

に
お

い
て

、
業

務
継

続
計

画
の

未
策

定
が

判
明

し
た

場
合

、
令

和
７

年
４

月
か

ら
減

算
の

対
象

と
な

る
。
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報
酬

改
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に
関

す
る

Q
＆

A
（
V

o
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1
）
（
令

和
6

年
３

月
1
5

日
）

の
送

付
に

つ
い

て
p

1
0

0

1
6

6

全
サ

ー
ビ

ス
運

営
報

酬
高

齢
者

虐
待

防
止

措
置

未
実

施
減

算
に

つ
い

て

高
齢

者
虐

待
が

発
生

し
て

い
な

い
場

合
に

お
い

て
も

、
虐

待
の

発
生

又
 は

そ
の

再
発

を
防

止
す

る
た

め
の

全
て

の
措

置
（
委

員
会

の
開

催
、
指

針
の

整
備

、
研

修
の

定
期

的
な

実
施

、
担

当
者

を
置

く
こ

と
）
が

な
さ

れ
て

い
な

け
れ

ば
減

算
の

適
用

と
な

る
の

か
。

・
減

算
の

適
用

と
な

る
。

・
な

お
、
全

て
の

措
置

の
一

つ
で

も
講

じ
ら

れ
て

い
な

け
れ

ば
減

算
と

な
る

こ
と

に
留

意
す

る
こ

と
。
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全
サ

ー
ビ

ス
運

営
報

酬
高

齢
者

虐
待

防
止

措
置

未
実

施
減

算
に

つ
い

て

運
営

指
導

等
で

行
政

機
関

が
把

握
し

た
高

齢
者

虐
待

防
止

措
置

が
講

じ
ら

れ
て

い
な

い
事

実
が

、
発

見
し

た
日

の
属

す
る

月
よ

り
過

去
の

場
合

、
遡

及
し

て
当

該
減

算
を

適
用

す
る

の
か

。
過

去
に

遡
及

し
て

当
該

減
算

を
適

用
す

る
こ

と
は

で
き

ず
、
発

見
し

た
日

の
属

す
る

月
が

「
事

実
が

生
じ

た
月

」
と

な
る

。
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３

月
1
5

日
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の
送

付
に

つ
い

て
p

1
0

0

1
6

8

全
サ

ー
ビ

ス
運

営
報

酬
高

齢
者

虐
待

防
止

措
置

未
実

施
減

算
に

つ
い

て

高
齢

者
虐

待
防

止
措

置
 未

実
施

減
算

に
つ

い
て

は
、
 虐

待
の

発
生

又
は

そ
の

再
発

を
防

止
す

る
た

め
の

全
て

の
措

置
（
委

員
会

の
開

催
、
指

針
の

整
備

、
研

修
の

定
期

的
な

実
施

、
担

当
者

を
置

く
こ

と
）
が

な
さ

れ
て

い
な

い
事

実
が

生
じ

た
場

合
、
「
 速

や
か

に
改

善
計

画
を

都
道

府
県

知
事

に
提

出
し

た
後

、
事

実
が

生
じ

た
月

か
ら

三
月

後
に

改
善

計
画

に
基

づ
く

改
善

状
況

を
都

道
府

県
知

事
に

報
告

す
る

こ
と

と
し

、
事

実
が

生
じ

た
月

の
翌

月
か

ら
改

善
が

認
め

ら
れ

た
月

ま
で

の
間

に
つ

い
て

、
入

居
者

全
員

に
つ

い
て

所
定

単
 位

数
か

ら
減

算
す

る
こ

と
と

す
る

。
 」

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

が
、
施

設
 ・

事
業

所
か

ら
改

善
計

画
が

提
出

さ
れ

な
い

限
り

、
減

算
の

措
置

を
行

う
こ

と
は

で
き

な
い

の
か

。

改
善

計
画

の
提

出
の

有
無

に
関

わ
ら

ず
、
事

実
が

生
じ

た
月

の
翌

月
か

ら
減

算
の

措
置

を
行

っ
て

差
し

支
え

な
い

。
当

該
減

算
は

、
施

設
 ・

事
業

所
 か

ら
改

善
計

画
が

提
出

さ
れ

、
事

実
が

生
じ

た
月

か
ら

３
か

月
以

降
に

当
該

計
画

に
基

づ
く

改
善

が
認

め
ら

れ
た

月
ま

で
継

続
す

る
。
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サ
ー

ビ
ス

種
別

基
準

種
別

項
目

質
問

回
答

文
書

名
問

番
号

全
サ

ー
ビ

ス
報

酬

科
学

的
介

護
推

進
体

制
加

算
、
自

立
支

援
促

進
加

算
、
褥

瘡
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
加

算
、
褥

瘡
対

策
指

導
管

理
（
Ⅱ

）
、
排

せ
つ

支
援

加
算

に
つ

い
て

月
末

よ
り

サ
ー

ビ
ス

を
利

用
開

始
し

た
利

用
者

に
係

る
情

報
に

つ
い

て
、
収

集
す

る
時

間
が

十
分

確
保

出
来

な
い

等
の

や
む

を
得

な
い

場
合

に
つ

い
て

は
、
当

該
サ

ー
ビ

ス
を

利
用

開
始

し
た

日
の

属
す

る
月

（
以

下
、
「
利

用
開

始
月

」
と

い
う

。
）
の

翌
々

月
の

 1
0

日
ま

で
に

提
出

す
る

こ
と

と
し

て
も

差
し

支
え

な
い

と
あ

る
が

、
利

用
開

始
月

の
翌

月
の

 1
0

 日
ま

で
に

デ
ー

タ
提

出
し

た
場

合
は

利
用

開
始

月
よ

り
算

定
可

能
か

。

・
事

業
所

が
該

当
の

加
算

の
算

定
を

開
始

し
よ

う
と

す
る

月
の

翌
月

以
降

の
月

の
最

終
週

よ
り

サ
ー

ビ
ス

の
利

用
を

開
始

し
た

な
ど

、
サ

ー
ビ

ス
の

利
用

開
始

後
に

、
利

用
者

に
係

る
情

報
を

収
集

し
、
サ

ー
ビ

ス
の

利
用

を
 開

始
し

た
翌

月
の

 1
0

 日
ま

で
に

デ
ー

タ
提

出
す

る
こ

と
が

困
難

な
場

合
は

、
当

該
利

用
者

に
限

っ
て

は
利

用
開

始
月

の
翌

々
月

の
 1

0
 日

ま
で

に
提

出
す

る
こ

と
と

し
て

も
差

し
支

え
な

い
と

し
て

い
る

。
・
た

だ
し

、
加

算
の

算
定

に
つ

い
て

は
 L

IF
E

 へ
の

デ
ー

タ
提

出
が

要
件

と
な

っ
て

い
る

た
め

、
利

用
開

始
月

の
翌

月
の

 1
0

 日
ま

で
に

デ
ー

タ
を

提
出

し
て

い
な

い
場

合
は

、
当

該
利

用
者

に
限

り
当

該
月

の
加

算
の

算
定

は
で

き
な

い
。
当

該
月

の
翌

々
月

の
 1

0
 日

ま
で

に
デ

ー
タ

提
出

を
行

っ
た

場
合

は
、
当

該
月

の
翌

月
よ

り
算

定
が

可
能

。
・
ま

た
、
本

取
扱

い
に

つ
い

て
は

、
月

末
よ

り
サ

ー
ビ

ス
を

利
用

開
始

し
た

場
合

に
、
利

用
開

始
月

の
翌

月
ま

で
に

デ
ー

タ
提

出
し

、
当

該
月

よ
り

加
算

を
算

定
す

る
こ

と
を

妨
げ

る
も

の
で

は
な

い
。

・
な

お
、
利

用
開

始
月

の
翌

月
の

 1
0

 日
ま

で
に

デ
ー

タ
提

出
が

困
難

で
あ

っ
た

理
由

に
つ

い
て

、
介

護
記

録
等

に
明

記
し

て
お

く
必

要
が

あ
る

。

介
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年
度
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酬

改
定

に
関

す
る

Q
＆

A
（
V

o
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1
）
（
令

和
6

年
３

月
1
5

日
）

の
送

付
に

つ
い

て
p

1
0

3

1
7

1

全
サ

ー
ビ

ス
報

酬

科
学

的
介

護
推

進
体

制
加

算
、
自

立
支

援
促

進
加

算
、
褥

瘡
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
加

算
、
褥

瘡
対

策
指

導
管

理
（
Ⅱ

）
、
排

せ
つ

支
援

加
算

に
つ

い
て

事
業

所
又

は
施

設
が

加
算

の
算

定
を

開
始

し
よ

う
と

す
る

月
以

降
の

月
末

に
サ

ー
ビ

ス
利

用
開

始
し

た
利

用
者

が
お

り
、
や

む
を

得
ず

、
当

該
利

用
者

の
当

該
月

の
デ

ー
タ

提
出

が
困

難
な

場
合

、
当

該
利

用
者

以
外

に
つ

い
て

は
算

定
可

能
か

。

・
原

則
と

し
て

、
事

業
所

の
利

用
者

全
員

の
デ

ー
タ

提
出

が
求

め
ら

れ
て

い
る

上
記

の
加

算
に

つ
い

て
、
月

末
に

サ
ー

ビ
ス

利
用

開
始

し
た

利
用

者
が

お
り

、
や

む
を

得
ず

、
当

該
月

の
当

該
利

用
者

に
係

る
情

報
を

 L
IF

E
 に

提
出

で
き

な
い

場
合

、
そ

の
他

の
サ

ー
ビ

ス
利

用
者

に
つ

い
て

デ
ー

タ
を

提
出

し
て

い
れ

ば
算

定
で

き
る

。
・
な

お
、
情

報
の

提
出

が
困

難
で

あ
っ

た
理

由
に

つ
い

て
、
介

護
記

 録
等

に
明

記
し

て
お

く
必

要
が

あ
る

。
・
た

だ
し

、
上

記
の

場
合

や
、
そ

の
他

や
む

を
得

な
い

場
合

（
※

）
を

除
い

て
、
事

業
所

の
利

用
者

全
員

に
係

る
情

報
を

提
出

し
て

い
な

い
場

合
は

、
加

算
を

算
定

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
。

（
※

）
令

和
３

年
度

介
護

報
酬

改
定

に
関

す
得

る
Ｑ

＆
Ａ

(
V

o
l.

3
）
(
令

和
３

年
３

月
 2

6
 日

)
問

 1
6

 参
照

。
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年
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日
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の
送

付
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つ
い

て
p

1
0

4

1
7

2

全
サ

ー
ビ

ス
報

酬

科
学

的
介

護
推

進
体

制
加

算
、
自

立
支

援
促

進
加

算
、
褥

瘡
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
加

算
、
褥

瘡
対

策
指

導
管

理
（
Ⅱ

）
、
排

せ
つ

支
援

加
算

に
つ

い
て

L
IF

E
 へ

の
入

力
に

つ
い

て
、
事

業
所

又
は

施
設

で
使

用
し

て
い

る
介

護
記

録
ソ

フ
ト

か
ら

C
S

V
 連

携
に

よ
り

入
力

を
行

っ
て

い
る

が
、
 L

IF
E

 へ
の

デ
ー

タ
提

出
に

つ
い

て
、
当

該
ソ

フ
ト

が
令

和
６

年
度

改
定

に
対

応
し

た
後

に
行

う
こ

と
と

し
て

差
し

支
え

な
い

か
。

・
差

し
支

え
な

い
。

・
事

業
所

又
は

施
設

に
て

使
用

し
て

い
る

介
護

記
録

ソ
フ

ト
を

用
い

て
令

和
６

年
度

改
定

に
対

応
し

た
様

式
情

報
の

登
録

が
で

き
る

よ
う

に
な

っ
て

か
ら

、
令

和
６

年
４

月
以

降
 サ

ー
ビ

ス
提

供
分

で
 提

出
が

必
要

な
情

報
 に

つ
い

て
 、

 遡
っ

て
、
や

む
を

得
な

い
事

情
を

除
き

令
和

６
年

 1
0

 月
 1

0
 日

 ま
で

に
 L

IF
E

へ
提

出
す

る
こ

と
が

必
要

で
あ

る
。
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年
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日
）

の
送

付
に

つ
い

て
p

1
0

4

1
7

3

全
サ

ー
ビ

ス
報

酬
L
IF

E
 へ

の
提

出
情

報
に

つ
い

て
令

和
６

年
４

月
以

降
サ

ー
ビ

ス
提

供
分

に
係

る
 L

IF
E

 へ
の

提
出

情
報

如
何

。

・
令

和
６

年
４

月
以

降
サ

ー
ビ

ス
提

供
分

に
係

る
 L

IF
E

 へ
の

提
出

情
報

に
関

し
て

、
令

和
６

年
４

月
施

行
の

サ
ー

ビ
ス

に
つ

い
て

は
、
令

和
６

年
度

改
定

に
対

応
し

た
様

式
情

報
を

提
出

す
る

こ
と

。
・
令

和
６

年
６

月
施

行
の

サ
ー

ビ
ス

（
訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

、
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

、
予

防
訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

、
予

防
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

）
に

つ
い

て
は

、
令

和
６

年
４

～
５

月
サ

ー
ビ

ス
提

供
分

の
提

出
情

報
に

限
り

、
令

和
３

年
度

改
定

に
対

応
し

た
様

式
情

報
と

令
和

６
年

度
改

定
に

対
応

し
た

様
式

の
提

出
情

報
の

共
通

す
る

部
分

を
把

握
で

き
る

範
囲

で
提

出
す

る
か

、
令

和
６

年
度

改
定

に
対

応
し

た
様

式
情

報
を

提
出

す
る

 こ
と

。
・
各

加
算

で
提

出
が

必
要

な
情

報
に

つ
い

て
は

、
「
科

学
的

介
護

情
報

シ
ス

テ
ム

（
 L

IF
E

 ）
関

連
加

算
に

関
す

る
基

本
的

な
考

え
方

並
び

に
事

務
処

理
手

順
及

び
様

式
例

の
提

示
に

つ
い

て
」
（
令

和
６

年
３

月
 1

5
 日

）
を

参
照

さ
れ

た
い

。
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付
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7
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全
サ

ー
ビ

ス
報

酬
科

学
的

介
護

推
進

体
制

加
算

に
つ

い
て

科
学

的
介

護
推

進
体

制
加

算
の

デ
ー

タ
提

出
頻

度
に

つ
い

て
、
少

な
く

と
も

６
か

月
に

１
回

か
ら

３
か

月
に

１
回

に
見

直
さ

れ
た

が
、
令

和
６

年
４

月
又

は
６

月
以

降
の

い
つ

か
ら

少
な

く
と

も
３

か
月

に
１
回

提
出

す
れ

ば
よ

い
か

。

・
科

学
的

介
護

推
進

体
制

加
算

を
算

定
す

る
際

に
提

出
が

必
須

と
さ

れ
て

い
る

情
報

に
つ

い
て

、
令

和
６

年
４

月
又

は
６

月
以

降
は

、
少

な
く

と
も

３
か

月
に

１
回

提
出

す
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る

。
・
例

え
ば

、
令

和
６

年
２

月
に

提
出

し
た

場
合

は
、
６

か
月

後
の

令
和

６
年

８
月

ま
で

に
少

な
く

と
も

１
回

デ
ー

タ
提

出
し

、
そ

れ
以

降
は

３
か

月
後

の
令

和
６

年
 1

1
 月

ま
で

に
少

な
く

と
も

１
回

の
デ

ー
タ

提
出

が
必

要
で

あ
る

。
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種
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項
目

質
問

回
答

文
書

名
問

番
号

通
所

介
護

地
域

密
着

型
通

所
介

護
報

酬
A

D
L
 維

持
等

加
算

に
つ

い
て

A
D

L
 維

持
等

加
算

（
Ⅱ

）
に

つ
い

て
、
 A

D
L
 利

得
が

「
２

以
上

」
か

ら
「
３

以
上

」
へ

見
直

さ
れ

る
こ

と
と

な
っ

た
が

、
令

和
６

年
３

月
以

前
に

評
価

対
象

期
間

の
届

出
を

行
っ

て
い

る
場

合
で

あ
っ

て
も

、
 A

D
L
 維

持
等

加
算

（
Ⅱ

）
の

算
定

に
は

 A
D

L
 利

得
３

以
上

で
あ

る
必

要
が

あ
る

か
。

令
和

５
年

４
月

以
降

が
評

価
対

象
期

間
の

始
期

と
な

っ
て

い
る

場
合

は
、
A

D
L
 利

得
が

３
以

上
の

場
合

に
、
A

D
L
維

持
等

加
算

（
Ⅱ

）
を

算
定

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

介
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保
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最
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情
報
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「
令

和
６

年
度

介
護

報
酬

改
定

に
関

す
る

Q
＆

A
（
V

o
l.

1
）
（
令

和
6

年
３

月
1
5

日
）

の
送

付
に

つ
い

て
p

1
0

5

1
7

6

全
サ

ー
ビ

ス
報

酬
介

護
報

酬
改

定
の

施
行

時
期

に
つ

い
て

令
和

６
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

お
い

て
、

・
訪

問
看

護
・
訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

・
居

宅
療

養
管

理
指

導
・
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

に
係

る
見

直
し

は
令

和
６

年
６

月
施

行
・
そ

の
他

の
サ

ー
ビ

ス
に

係
る

見
直

し
は

令
和

６
年

４
月

施
行

・
処

遇
改

善
加

算
の

一
本

化
等

（
加

算
率

引
き

上
げ

含
む

）
は

サ
ー

ビ
ス

一
律

で
令

和
６

年
６

月
施

行
と

さ
れ

た
が

、
利

用
者

・
家

族
等

に
対

し
て

、
改

定
内

容
の

説
明

を
い

つ
ど

の
よ

う
に

行
う

べ
き

か
。

本
来

、
改

定
に

伴
う

重
要

事
項

（
料

金
等

）
の

変
更

に
つ

い
て

は
、
変

更
前

に
説

明
し

て
い

た
だ

く
こ

と
が

望
ま

し
い

 が
、
４

月
施

行
の

見
直

し
事

項
に

つ
い

て
は

、
 や

む
を

得
な

い
事

情
に

よ
り

 ３
月

中
の

説
明

が
難

し
い

場
合

、
４

月
１
日

以
降

速
や

か
に

、
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

に
対

し
て

丁
寧

な
説

明
を

行
い

、
同

意
を

得
る

こ
と

と
し

て
も

差
し

支
え

な
い

。
６

月
施

行
の

見
直

し
事

項
に

つ
い

て
は

、
５

月
末

日
ま

で
に

、
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

に
対

し
て

丁
寧

な
説

明
を

行
い

、
同

意
を

得
る

必
要

が
あ

る
。

　
な

お
、
そ

の
際

、
事

前
に

６
月

以
降

分
の

体
制

等
状

況
一

覧
表

を
自

治
体

に
届

け
出

た
介

護
事

業
者

に
お

い
て

は
、
４

月
施

行
の

見
直

し
事

項
と

６
月

施
行

の
見

直
し

事
項

の
説

明
を

１
回

で
纏

め
て

行
う

と
い

っ
た

柔
軟

な
取

扱
い

を
行

っ
て

差
し

支
え

な
い

。
ま

た
、
５

月
末

日
ま

で
の

間
に

新
た

に
サ

ー
ビ

ス
の

利
用

を
開

始
す

る
利

用
者

に
つ

い
て

は
、
サ

ー
ビ

ス
利

用
開

始
時

の
重

要
事

項
説

明
時

に
、
６

月
施

行
の

見
直

し
事

項
に

つ
い

て
併

せ
て

説
明

し
て

も
差

し
支

え
な

い
。

介
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1

全
サ

ー
ビ

ス
報

酬
介

護
報

酬
改

定
の

施
行

時
期

に
つ

い
て

４
月

施
行

サ
ー

ビ
ス

（
右

記
以

外
）
と

６
月

施
行

サ
ー

ビ
ス

（
訪

問
看

護
、
訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

、
居

宅
療

養
管

理
指

導
及

び
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

）
の

両
方

を
提

供
し

て
い

る
介

護
事

業
者

は
、
介

護
給

付
費

算
定

に
係

る
体

制
等

状
況

一
覧

表
の

届
出

を
別

々
に

行
う

必
要

が
あ

る
の

か
。

事
業

者
の

判
断

で
、
４

月
以

降
分

を
提

出
す

る
際

に
６

月
以

降
分

も
併

せ
て

提
出

す
る

こ
と

と
し

て
も

差
し

支
え

な
い

。
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改
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に
関

す
る

Q
＆

A
（
V

o
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（
令

和
6

年
３

月
1
5

日
）

の
送

付
に

つ
い

て
p

1
0

9

1
8

2

全
サ

ー
ビ

ス
人

員
人

員
配

置
基

準
等

に
関

す
る

い
わ

ゆ
る

ロ
ー

カ
ル

ル
ー

ル
人

員
配

置
基

準
等

に
関

す
る

い
わ

ゆ
る

ロ
ー

カ
ル

ル
ー

ル
に

つ
い

て
、
ど

の
よ

う
な

取
扱

い
と

す
る

べ
き

か
。

・
介

護
保

険
法

上
、
介

護
事

業
所

・
施

設
等

が
介

護
保

険
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

た
め

に
は

、
自

治
体

が
条

例
で

定
め

た
基

準
を

満
た

す
も

の
と

し
て

、
都

道
府

県
等

か
ら

の
指

定
を

受
け

る
必

要
が

あ
る

。
自

治
体

が
条

例
を

制
定

・
運

用
す

る
に

当
た

っ
て

は
、
①

従
う

べ
き

基
準

、
②

標
準

、
③

参
酌

す
べ

き
基

準
に

分
け

て
定

め
ら

れ
る

国
の

基
準

（
省

令
）
を

踏
ま

え
る

必
要

が
あ

る
。

・
こ

の
う

ち
人

員
配

置
基

準
等

に
つ

い
て

は
、
①

従
う

べ
き

基
準

に
分

類
さ

れ
て

い
る

。
し

た
が

っ
て

、
自

治
体

は
、
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

ら
れ

て
い

る
人

員
配

置
基

準
等

に
従

う
範

囲
内

で
、
地

域
の

実
情

に
応

じ
た

条
例

の
制

定
や

運
用

が
可

能
で

あ
る

一
方

、
こ

う
し

た
い

わ
 ゆ

る
ロ

ー
カ

ル
ル

ー
ル

に
つ

い
て

は
、
あ

く
ま

で
も

厚
生

労
働

省
令

に
従

う
範

囲
内

で
地

域
の

実
情

に
応

じ
た

内
容

と
す

る
必

要
が

あ
る

。
・
そ

の
た

め
、
い

わ
ゆ

る
ロ

ー
カ

ル
ル

ー
ル

の
運

用
に

当
た

り
、
自

治
体

は
、
事

業
者

か
ら

説
明

を
求

め
ら

れ
た

場
合

に
は

、
当

該
地

域
に

お
け

る
当

該
ル

ー
ル

の
必

要
性

を
説

明
で

き
る

よ
う

に
す

る
必

要
が

あ
る

。
・
ま

た
、
い

わ
ゆ

る
ロ

ー
カ

ル
ル

ー
ル

の
中

で
も

特
に

、
管

理
者

の
兼

務
に

つ
い

て
、
個

別
の

事
業

所
の

実
態

を
踏

ま
え

ず
一

律
に

認
め

な
い

と
す

る
取

扱
い

は
適

切
で

な
い

。

介
護

保
険

最
新

情
報

R
6

.3
.1

5
V

o
l.

１
1
2

2
5

「
令

和
６

年
度

介
護

報
酬

改
定

に
関

す
る

Q
＆

A
（
V

o
l.

1
）
（
令

和
6

年
３

月
1
5

日
）

の
送

付
に

つ
い

て
p

1
1
0

1
8

3

全
サ

ー
ビ

ス
人

員
管

理
者

の
責

務
管

理
者

に
求

め
ら

れ
る

具
体

的
な

役
割

は
何

か
。

・
「
指

定
居

宅
サ

ー
 ビ

ス
等

及
び

指
定

介
護

予
防

サ
ー

ビ
ス

等
に

関
す

る
基

準
に

つ
い

て
 」

 （
平

成
 1

1
 年

９
月

 1
7

 日
付

け
老

企
第

 2
5

 号
）
等

の
解

釈
通

知
に

お
い

て
は

、
管

理
者

の
責

務
を

、
介

護
保

険
法

の
基

本
理

念
を

踏
ま

え
た

利
用

者
本

位
の

サ
ー

ビ
ス

提
供

を
行

う
た

め
、
現

場
で

発
生

す
る

事
象

を
最

前
線

で
把

握
し

な
が

ら
、
職

員
及

び
業

務
の

管
理

を
一

元
的

に
行

う
と

と
も

に
、
職

員
に

指
定

基
準

の
規

定
を

遵
守

さ
せ

る
た

め
に

必
要

な
指

揮
命

令
を

行
う

こ
と

と
し

て
い

る
。

　
具

体
的

に
は

、
「
介

護
事

業
所

・
施

設
の

管
理

者
向

け
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
」
等

を
参

考
に

さ
れ

た
い

。
≪

参
考

≫
・
「
介

護
事

業
所

・
施

設
の

管
理

者
向

け
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
」
（
抄

）
（
令

和
元

年
度

老
人

保
健

健
康

増
進

等
事

業
「
介

護
事

業
所

・
施

設
に

お
け

る
管

理
者

業
務

の
あ

り
方

と
サ

ー
ビ

ス
提

供
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
に

関
す

る
調

査
研

究
」
（
一

般
社

団
法

人
シ

ル
バ

ー
サ

ー
ビ

ス
振

興
会

）
）

第
１
章

 第
２

節
 管

理
者

の
役

割
１
．
管

理
者

の
位

置
づ

け
及

び
役

割
の

重
要

性
２

．
利

用
者

と
の

関
係

３
．
介

護
に

と
も

な
う

民
法

上
の

責
任

関
係

４
．
事

業
所

・
施

設
の

考
え

る
介

護
職

員
の

キ
ャ

リ
ア

イ
メ

ー
ジ

の
共

有
５

．
理

念
や

ビ
ジ

ョ
ン

、
組

織
の

方
針

や
事

業
計

画
・
目

標
の

明
確

化
及

び
職

員
へ

の
周

知
６

．
事

業
計

画
と

予
算

書
の

策
定

７
．
経

営
視

点
か

ら
見

た
事

業
展

開
と

、
業

績
向

上
に

向
け

た
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
８

．
記

録
・
報

告
や

面
談

等
を

通
じ

た
介

護
職

員
同

士
、
管

理
者

と
の

情
報

共
有

介
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保
険

最
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情
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種
別

基
準

種
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項
目

質
問

回
答

文
書

名
問

番
号

地
域

密
着

型
サ

ー
ビ

ス
・
介

護
予

防
支

援
届

出
体

制
等

状
況

一
覧

表

地
域

密
着

型
サ

ー
ビ

ス
の

介
護

給
付

費
算

定
に

係
る

届
出

に
お

い
て

、
事

業
者

情
報

に
つ

い
て

は
、
介

護
給

付
費

算
定

に
係

る
体

制
等

に
関

す
る

届
出

等
に

お
け

る
留

意
点

に
つ

い
て

（
令

和
６

年
３

月
 1

5
 日

老
発

 0
3

1
5

 第
１
号

厚
生

労
働

省
老

健
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基本チェックリスト 

 

No 質 問 項 目 回  答 

1 バスや電車で１人で外出していますか ０．はい １．いいえ 

2 日用品の買い物をしていますか ０．はい １．いいえ 

3 預貯金の出し入れをしていますか ０．はい １．いいえ 

4 友人の家を訪ねていますか ０．はい １．いいえ 

5 家族や友人の相談にのっていますか ０．はい １．いいえ 

6 階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか ０．はい １．いいえ 

7 椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がってますか ０．はい １．いいえ 

8 １５分間位続けて歩いていますか ０．はい １．いいえ 

9 この１年間に転んだことがありますか １．はい ０．いいえ 

10 転倒に対する不安は大きいですか １．はい ０．いいえ 

11 ６か月間で２～３kg以上の体重減少はありましたか １．はい ０．いいえ 

12 身長（     cm）  体重（     kg） 

（ＢＭＩ =                   ）（注） 

１．はい ０．いいえ 

13 半年前に比べて堅いものが食べにくくなりましたか １．はい ０．いいえ 

14 お茶や汁物等でむせることがありますか １．はい ０．いいえ 

15 口の渇きが気になりますか １．はい ０．いいえ 

16 週に１回以上は外出していますか ０．はい １．いいえ 

17 昨年と比べて外出の回数が減っていますか １．はい ０．いいえ 

18 周りの人から「いつも同じ事を聞く」などの物忘れがあると

言われますか 

１．はい ０．いいえ 

19 自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか ０．はい １．いいえ 

20 今日が何月何日かわからない時がありますか １．はい ０．いいえ 

21 （ここ２週間）毎日の生活に充実感がない １．はい ０．いいえ 

22 （ここ２週間）これまで楽しんでやれていたことが楽しめな

くなった 

１．はい ０．いいえ 

23 （ここ２週間）以前は楽にできていたことが今ではおっくう

に感じられる 

１．はい ０．いいえ 

24 （ここ２週間）自分が役に立つ人間だと思えない １．はい ０．いいえ 

25 （ここ２週間）わけもなく疲れたような感じがする １．はい ０．いいえ 

注） ＢＭＩ（＝体重 (kg) ÷身長 (m) ÷身長 (m) ）が 18.5 未満の場合に該当とする。 
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生活相談員の資格要件について 

福岡県保健医療介護部介護保険課 
 生活相談員の資格要件については、下記のとおりとする。 

１ 通所介護・短期入所生活介護 

  （１）社会福祉法第１９条第１項各号のいずれかに該当する者 
     ①社会福祉士 
     ②精神保健福祉士 
        ③社会福祉主事任用資格 
  （２）これと同等以上の能力を有すると認められる者 
         次のいずれかに該当する者 
        ①介護福祉士 
        ②介護支援専門員 
        ③社会福祉施設等（注）で３年以上勤務し又は勤務したことのある者 
 
  （注） ○社会福祉法第２条に定める社会福祉事業 

    ・生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）に規定する救護施設、更生施設その他生

計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設を

経営する事業及び生計困難者に対して助葬を行う事業  
    ・児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）に規定する乳児院、母子生活支援施設、

児童養護施設、障害児入所施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設を経営

する事業  
    ・老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十三号）に規定する養護老人ホーム、特別養護老

人ホーム又は軽費老人ホームを経営する事業 
    ・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第百二

十三号）に規定する障害者支援施設を経営する事業  
    ・売春防止法（昭和三十一年法律第百十八号）に規定する婦人保護施設を経営する事業  
    ・授産施設を経営する事業及び生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業  
    ・生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金

銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業  
    ・児童福祉法に規定する障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事

業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援

訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業又は小規模住居型児童養育事業、

同法に規定する助産施設、保育所、児童厚生施設又は児童家庭支援センターを経営する

事業及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業  
    ・母子及び寡婦福祉法（昭和三十九年法律第百二十九号）に規定する母子家庭等日常生活

支援事業又は寡婦日常生活支援事業及び同法に規定する母子福祉施設を経営する事業  
    ・老人福祉法に規定する老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事

業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業又は複合型サー

ビス福祉事業及び同法に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人

福祉センター又は老人介護支援センターを経営する事業  
    ・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害福祉サー

ビス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業又は移動支援事業及び同法に規定する

地域活動支援センター又は福祉ホームを経営する事業  
    ・身体障害者福祉法（昭和二十四年法律第二百八十三号）に規定する身体障害者生活訓練

等事業、手話通訳事業又は介助犬訓練事業若しくは聴導犬訓練事業、同法に規定する身
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体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設又は視聴覚障害者情報提供施

設を経営する事業及び身体障害者の更生相談に応ずる事業  
    ・知的障害者福祉法（昭和三十五年法律第三十七号）に規定する知的障害者の更生相談に

応ずる事業  
    ・生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他

の施設を利用させる事業  
    ・生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業  
    ・生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護保険法（平成九年法律第百二十三号）

に規定する介護老人保健施設を利用させる事業  
    ・隣保事業（隣保館等の施設を設け、無料又は低額な料金でこれを利用させることその他

その近隣地域における住民の生活の改善及び向上を図るための各種の事業を行うものを

いう。）  
    ・福祉サービス利用援助事業（精神上の理由により日常生活を営むのに支障がある者に対

して、無料又は低額な料金で、福祉サービス（前項各号及び前各号の事業において提供

されるものに限る。以下この号において同じ。）の利用に関し相談に応じ、及び助言を

行い、並びに福祉サービスの提供を受けるために必要な手続又は福祉サービスの利用に

要する費用の支払に関する便宜を供与することその他の福祉サービスの適切な利用のた

めの一連の援助を一体的に行う事業をいう。）  
    ・上記の事業に関する連絡又は助成を行う事業  
      
      ○病院、診療所、指定特定施設、介護老人保健施設、指定居宅介護支援事業及び指定介護

予防支援事業 

 
 ２ 特定施設入居者生活介護 

   適任者を配置すること。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―　73　―



事業所規模区分について 

 

 

 平成 24 年度末に実施された会計検査院による会計実地検査において、通所系サービスの

事業所規模区分を誤り、介護報酬を過大請求している事業所が判明しています。 
 通所介護及び通所リハビリテーション事業所においては、事業所規模区分の誤りが無い

よう再確認してください。 
 なお、事業所規模区分を誤って過大請求していたことが判明した場合、遡及して、介護

報酬を保険者に返還するとともに、利用者にも利用者負担を返還しなければなりません。 
 
 

 

〈規模区分の判定〉 

○ １月当たりの利用者数の計算方法 

① 原則 前年度４月～２月平均の１月当たりの利用者数 
→ 毎年度３月１５日までに、４月～２月（１１か月）の平均利用者数

を算定し直し、変更があれば県に届け出ること。 
 

② 例外（前年度の実績が６か月未満、前年度から定員を２５％以上変更の事

業所） 定員×０．９×1 月当たりの営業日数 

（注）②の下線部分が適用されるのは、年度が変わる際に定員を２５％以上変更

する場合のみです。（平成 20 年４月 21 日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡

（Ｑ＆Ａ）問２４） 
 
※ 具体的な計算方法については、平成２４年３月３０日厚生労働省老健局 

Ｑ＆Ａ(vol.273)を参照。 

 

〈事業所規模区分（１月当たりの利用者数）〉 

通所介護 

   利用者数≦７５０人      通常規模型事業所 
７５０人＜利用者数≦９００人 大規模型事業所（Ⅰ） 
利用者数＞９００人      大規模型事業所（Ⅱ） 

通所リハビリテーション 

利用者数≦７５０人      通常規模型事業所 
７５０人＜利用者数≦９００人 大規模型事業所（Ⅰ） 
利用者数＞９００人      大規模型事業所（Ⅱ） 
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【集合住宅に居住する利用者に対するサービス提供に係る減算について】 

 

 

 平成 28 年度末に実施された会計検査院による会計実地検査において、集合住宅に居住す

る利用者に対するサービス提供に係る減算（以下「同一建物減算」という。）を適用せずに、

介護報酬を過大請求している事業所が複数判明しました。 
 訪問系サービス（訪問介護、訪問入浴、訪問看護、訪問リハビリテーション）及び通所系

サービス（通所介護、通所リハビリテーション）においては、同一建物減算の適用漏れがな

いよう再確認してください。 
 なお、同一建物減算を適用せずに、過大請求していたことが判明した場合、遡及して、介

護報酬を保険者に返還するとともに、利用者にも利用者負担を返還しなければなりません。 

 
【訪問系サービス】 

〈同一建物減算〉 

① 事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住するもの 
＜所定単位数の１０％減算＞ 

  当該指定訪問系サービス事業所と構造上又は外形上、一体的な建築物及び同

一敷地並びに隣接する敷地にある建築物に居住する利用者に訪問系サービス

を提供する場合  
② 上記の建物のうち、当該建物に居住する利用者の人数が１月あたり５０人以

上の場合 
＜所定単位数の１５％減算＞ 
①に該当する以外の建物で訪問系サービス事業所の利用者が 20 人以上居住

する場合（同一敷地内にある別棟の建物や道路を挟んで隣接する建物の利用者

数は合算しない。） 
③ 上記①以外の範囲に所在する建物に居住する者 
（当該建物に居住する利用者の人数が１月あたり２０人以上の場合） 
＜所定単位数の１０％減算＞ 

 
【通所系サービス】 
    
 
 
 
 
 
 

〈同一建物減算〉要介護  ▲９４単位／日 

  事業所と同一建物に居住する利用者又は同一建物から通う利用者に当該通所

系サービスを行う場合 
  ※同一建物：通所系サービス事業所と構造上又は外形上、一体的な建築物 
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○月額包括報酬の日割り請求にかかる適用については以下のとおり。

・以下の対象事由に該当する場合、日割りで算定する。該当しない場合は、月額包括報酬で算定する。
・日割りの算定方法については、実際に利用した日数にかかわらず、サービス算定対象期間（※）に応じた
　日数による日割りとする。具体的には、用意された日額のサービスコードの単位数に、サービス算定対象
　日数を乗じて単位数を算定する。
　※サービス算定対象期間：月の途中に開始した場合は、起算日から月末までの期間。
  　　　 　　　　　　　 　　　　　　月の途中に終了した場合は、月初から起算日までの期間。

＜対象事由と起算日＞

月額報酬対象サービス 起算日※２

・区分変更（要支援Ⅰ⇔要支援Ⅱ） 変更日

・区分変更（要介護→要支援）
・サービス事業所の変更（同一サービス種類のみ）（※１）
・事業開始（指定有効期間開始）
・事業所指定効力停止の解除

契約日

・介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防認知
症対応型共同生活介護の退居（※１）

退居日の翌日

・介護予防小規模多機能型居宅介護の契約解除（※１） 契約解除日の翌日

・介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所療
養介護の退所（※１）

退所日の翌日

・公費適用の有効期間開始 開始日

・生保単独から生保併用への変更
　（６５歳になって被保険者資格を取得した場合）

資格取得日

・区分変更（要支援Ⅰ⇔要支援Ⅱ） 変更日

・区分変更（要支援→要介護）
・サービス事業所の変更（同一サービス種類のみ）（※１）
・事業廃止（指定有効期間満了）
・事業所指定効力停止の開始

契約解除日

（廃止・満了日）
（開始日）

・介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防認知
症対応型共同生活介護の入居　（※１）

入居日の前日

・介護予防小規模多機能型居宅介護の利用者の登録開
始　（※１）

サービス提供日（通い、
訪問又は宿泊）の前日

・介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所療
養介護の入所（※１）

入所日の前日

・公費適用の有効期間終了 終了日

開
始

終
了

介護予防通所リハ
（介護予防特定施設入
居者生活介護における
外部サービス利用型を
含む）

月途中の事由

Ⅰ－資料９
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月額報酬対象サービス 起算日※２月途中の事由

・区分変更（要介護１～要介護５の間、要支援Ⅰ⇔要支援
Ⅱ）

変更日

・区分変更（要介護⇔要支援）
・サービス事業所の変更（同一サービス種類のみ）
・事業開始（指定有効期間開始）
・事業所指定効力停止の解除
・受給資格取得
・転入
・利用者の登録開始（前月以前から継続している場合を除
く）

サービス提供日
（通い、訪問又は宿泊）

・公費適用の有効期間開始 開始日

・生保単独から生保併用への変更
　（６５歳になって被保険者資格を取得した場合）

資格取得日

・区分変更（要介護１～要介護５の間、要支援Ⅰ⇔要支援
Ⅱ）

変更日

・区分変更（要介護⇔要支援）
・サービス事業所の変更（同一サービス種類のみ）
・事業廃止（指定有効期間満了）
・事業所指定効力停止の開始
・受給資格喪失
・転出
・利用者との契約解除

契約解除日

（廃止・満了日）
（開始日）
（喪失日）
（転出日）

・公費適用の有効期間終了 終了日

・サービス事業所の変更（同一サービス種類のみ）（※１）
・事業所指定効力停止の解除
・利用者の登録開始（前月以前から継続している場合を除
く）

契約日

・公費適用の有効期間開始 開始日

・生保単独から生保併用への変更
　（６５歳になって被保険者資格を取得した場合）

資格取得日

・サービス事業所の変更（同一サービス種類のみ）（※１）
・事業所指定有効期間満了
・事業所指定効力停止の開始
・利用者との契約解除

契約解除日
（満了日）
（開始日）

・公費適用の有効期間終了 終了日

開
始

終
了

小規模多機能型居宅介護
介護予防小規模多機能
型居宅介護
複合型サービス（看護小規
模多機能型居宅介護）

夜間対応型訪問介護
地域密着型通所介護（療養
通所介護）

開
始

終
了
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月額報酬対象サービス 起算日※２月途中の事由

・区分変更（要介護１～５の間） 変更日

・区分変更（要支援→要介護）
・サービス事業所の変更（同一サービス種類のみ）（※１）
・事業開始（指定有効期間開始）
・事業所指定効力停止の解除
・利用者の登録開始（前月以前から継続している場合を除
く）

契約日

・短期入所生活介護又は短期入所療養介護の退所（※１）
・小規模多機能型居宅介護（短期利用型）、認知症対応型
共同生活介護（短期利用型）、特定施設入居者生活介護
（短期利用型）又は地域密着型特定施設入居者生活介
護、複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護・短
期利用型）の退居（※１）

退所日の翌日
退居日の翌日

・医療保険の訪問看護の給付対象となった期間
（ただし、特別訪問看護指示書の場合を除く）

給付終了日の翌日

・公費適用の有効期間開始 開始日

・生保単独から生保併用への変更
　（６５歳になって被保険者資格を取得した場合）

資格取得日

・区分変更（要介護１～５の間） 変更日

・区分変更（要介護→要支援）
・サービス事業所の変更（同一サービス種類のみ（※１）
・事業廃止（指定有効期間満了）
・事業所指定効力停止の開始
・利用者との契約解除

契約解除日

（満了日）
（開始日）

・短期入所生活介護又は短期入所療養介護の入所（※１）
・小規模多機能型居宅介護（短期利用型）、認知症対応型
共同生活介護（短期利用型）、特定施設入居者生活介護
（短期利用型）又は地域密着型特定施設入居者生活介
護、複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護・短
期利用型）の入居（※１）

入所日の前日
入居日の前日

・医療保険の訪問看護の給付対象となった期間
（ただし、特別訪問看護指示書の場合を除く）

給付開始日の前日

・公費適用の有効期間終了 終了日

訪問看護（定期巡回・随時
対応型訪問介護看護事業
所と連携して訪問看護を行
う場合）

終
了

開
始
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月額報酬対象サービス 起算日※２月途中の事由

・区分変更（要介護１～５の間） 変更日

・区分変更（要支援→要介護）
・サービス事業所の変更（同一サービス種類のみ）（※１）
・事業開始（指定有効期間開始）
・事業所指定効力停止の解除
・利用者の登録開始（前月以前から継続している場合を除
く）

契約日

・短期入所生活介護又は短期入所療養介護の退所（※１）
・小規模多機能型居宅介護（短期利用型）、認知症対応型
共同生活介護（短期利用型）、特定施設入居者生活介護
（短期利用型）又は地域密着型特定施設入居者生活介
護、複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護・短
期利用型）の退居（※１）

退所日
退居日

・医療保険の訪問看護の給付対象となった期間 給付終了日の翌日

・公費適用の有効期間開始 開始日

・生保単独から生保併用への変更
　（６５歳になって被保険者資格を取得した場合）

資格取得日

・区分変更（要介護１～５の間） 変更日

・区分変更（要介護→要支援）
・サービス事業所の変更（同一サービス種類のみ）（※１）
・事業廃止（指定有効期間満了）
・事業所指定効力停止の開始
・利用者との契約解除

契約解除日

（満了日）
（開始日）

・短期入所生活介護又は短期入所療養介護の入所（※１）
・小規模多機能型居宅介護（短期利用型）、認知症対応型
共同生活介護（短期利用型）、特定施設入居者生活介護
（短期利用型）又は地域密着型特定施設入居者生活介
護、複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護・短
期利用型）の入居（※１）

入所日の前日
入居日の前日

・医療保険の訪問看護の給付対象となった期間 給付開始日の前日

・公費適用の有効期間終了 終了日

・福祉用具貸与の開始月と中止月が異なり、かつ、当該月
の貸与期間が一月に満たない場合（ただし、当分の間、半
月単位の計算方法を行うことも差し支えない。）

開始日

・公費適用の有効期間開始 開始日

・生保単独から生保併用への変更
　（６５歳になって被保険者資格を取得した場合）

資格取得日

・福祉用具貸与の開始月と中止月が異なり、かつ、当該月
の貸与期間が一月に満たない場合（ただし、当分の間、半
月単位の計算方法を行うことも差し支えない。）

中止日

・公費適用の有効期間終了 終了日

開
始

定期巡回・随時対応型訪問
介護看護

終
了

福祉用具貸与
介護予防福祉用具貸与
（特定施設入居者生活介護
及び介護予防特定施設入
居者生活介護における外部
サービス利用型を含む）

開
始

終
了
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月額報酬対象サービス 起算日※２月途中の事由

・区分変更（要支援Ⅰ⇔要支援Ⅱ）
・区分変更（事業対象者→要支援）

変更日

・区分変更（要介護→要支援）
・サービス事業所の変更（同一サービス種類のみ）（※１）
・事業開始（指定有効期間開始）
・事業所指定効力停止の解除

契約日

・利用者との契約開始 契約日

・介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防認知
症対応型共同生活介護の退居（※１）

退居日の翌日

・介護予防小規模多機能型居宅介護の契約解除（※１） 契約解除日の翌日

・介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所療
養介護の退所（※１）

退所日の翌日

・公費適用の有効期間開始 開始日

・生保単独から生保併用への変更
　（６５歳になって被保険者資格を取得した場合）

資格取得日

・区分変更（要支援Ⅰ⇔要支援Ⅱ）
・区分変更（事業対象者→要支援）

変更日

・区分変更（事業対象者→要介護）
・区分変更（要支援→要介護）
・サービス事業所の変更（同一サービス種類のみ）（※１）
・事業廃止（指定有効期間満了）
・事業所指定効力停止の開始

契約解除日

（廃止・満了日）
（開始日）

・利用者との契約解除 契約解除日

・介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防認知
症対応型共同生活介護の入居　（※１）

入居日の前日

・介護予防小規模多機能型居宅介護の利用者の登録開
始　（※１）

サービス提供日（通い、
訪問又は宿泊）の前日

・介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所療
養介護の入所（※１）

入所日の前日

・公費適用の有効期間終了 終了日

居宅介護支援費
介護予防支援費
介護予防ケアマネジメント費

-

・日割りは行わない。
・月の途中で、事業者の変更がある場合は、変更後の事
業者のみ月額包括報酬の算定を可能とする。（※１）
・月の途中で、要介護度に変更がある場合は、月末にお
ける要介護度に応じた報酬を算定するものとする。
・月の途中で、利用者が他の保険者に転出する場合は、
それぞれの保険者において月額包括報酬の算定を可能と
する。
・月の途中で、生保単独から生保併用へ変更がある場合
は、それぞれにおいて月額包括報酬の算定を可能とす
る。

-

終
了

介護予防・日常生活支援総
合事業
・訪問型サービス（独自）
・通所型サービス（独自）

※月額包括報酬の単位とし
た場合

開
始
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月額報酬対象サービス 起算日※２月途中の事由

日割り計算用サービスコー
ドがない加算及び減算

-

・日割りは行わない。
・月の途中で、事業者の変更がある場合は、変更後の事
業者のみ月額包括報酬の算定を可能とする。（※１）
・月の途中で、要介護度（要支援含む）に変更がある場合
は、月末における要介護度（要支援含む）に応じた報酬を
算定するものとする。
・月の途中で、利用者が他の保険者に転出する場合は、
それぞれの保険者において月額包括報酬の算定を可能と
する。
・月の途中で、生保単独から生保併用へ変更がある場合
は、生保併用にて月額包括報酬の算定を可能とする。（月
途中に介護保険から生保単独、生保併用に変更となった
場合も同様）

-

※１　ただし、利用者が月の途中で他の保険者に転出する場合を除く。月の途中で、利用者が他の保険者に

※２  終了の起算日は、引き続き月途中からの開始事由がある場合についてはその前日となる。

　　　 転出する場合は、それぞれの保険者において月額包括報酬の算定を可能とする。
　　　 なお、保険者とは、政令市又は広域連合の場合は、構成市区町村ではなく、政令市又は広域連合を示す。
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加算の概要

1 15 ％ ・訪問入浴介護
・訪問看護
・福祉用具貸与
・訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導

・居宅介護支援
・訪問介護

2 10 ％

3 5 ％ ・訪問入浴介護
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・通所リハビリテーション
・福祉用具貸与
・居宅療養管理指導

・居宅介護支援
・訪問介護
・通所介護

※1「２の中山間地域等」と「３の中山間地域等」の地域は、異なります。

※2 総合事業における当該加算については、各自治体に確認すること。

①  届出先 届出期限…算定開始月の前月15日まで

(1) 事業所の所在地が、北九州市、福岡市、久留米市の場合……事業所所在地の市

(2) 居宅介護支援、定期巡回・随時対応型訪問介護看護……事業所所在地の保険者

② 小規模事業所の定義（「介護給付」と「介護予防給付」は、別々に小規模事業所の該当・非該当を判定）
　〇　前年度の４～２月（１１か月）の実績で、次の基準により、小規模事業所の該当の有無を判定します。

（前年度の実績が６か月に満たない場合は、直近の３か月の実績）
・訪問介護 …延訪問回数が２００回以下／月 ・訪問看護 …延訪問回数が１００回以下／月
・訪問入浴介護 …延訪問回数が２０回以下／月 ・介護予防訪問看護 …延訪問回数が５回以下／月
・介護予防訪問入浴介護 …延訪問回数が５回以下／月 ・福祉用具貸与 …実利用者が１５人以下／月
・居宅療養管理指導 …延訪問回数が５０回／月 ・介護予防福祉用具貸与 …実利用者が５人以下／月　　
・介護予防居宅療養管理指導 …延訪問回数が５回／月 ・訪問リハビリテーション …延訪問回数５０回／月
・居宅介護支援 …実利用者が２０人以下／月 ・介護予防訪問リハビリテーション …延訪問回数が１０回以下／月

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 …実利用者が５人以下／月

B町（２　中山間地域等）

①
②
③
④
⑤
⑥

※　Ｂ町の地域区分は、「その他」

矢印の元が事業所、矢印の先が「利用者の居住地」

B町（２　中山間地域等）

①
②
③
④
⑤
⑥

矢印の元が事業所、矢印の先が「利用者の居住地」

利用者の居住地の要件

福岡県保健医療介護部介護保険課

事業所の所
在地の要件

（令和6年4月1日現在）

事業所の規
模の要件

通所介護、通所リハビリテーショ
ン（「介護予防」を含む。）

・定期巡回・随時対応型
　訪問介護看護

不要

☆福祉用具貸与については、１５％、１０％、５％加算ではなく、開始日の属する月に、交通費に相当する額の100/100、2/3、1/3の加算となる（上限あり）。

無 サービスを行う利用者が、
「通常の事業の実施地域（運営規程）の外」
かつ「中山間地域等」に居住していること

※　利用者が現に「中山間地域等」に居住して
　いることが必要
※　通所系サービスは「中山間地域等」に居住
　している利用者宅への送迎が必要
※　利用者から別途交通費の支払を受けること
　ができない

Ｒ５年度（４～２月の１１か月）の平均で小規模事業所で無くなった場合は、Ｒ６年度（４～３月サービス）の１０％加算を算定することはできません。

○地域区分が「その他（全サービス　１単位＝10円）」でない15市町所在の事業所については、「２の10％加算」の算定はありません。

「医療みなし及び(2)のサービス」以外…管轄の保健福祉（環境）事務所 社会福祉課
(3) 事業所の所在地が、(1)の３市以外の地域

医療みなし(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導)…福岡県介護保険課 指定係

「通常の事業の
実施地域」を越
えて「中山間地
域等」に居住す
る利用者にサー
ビスを提供した
事業所の加算

「特別地
域」に所在
しているこ
と

同上

無

無

無無

要

加算種別
※１

「特別地域」に
所在する事業所
の加算

県等へ
の事前
届出①

サービス種別　※2加算
割合

(以上「介護予防」を含む。）

・定期巡回・随時対応型
　訪問介護看護

要

「中山間地域
等」に所在する
「小規模事業
所」の加算

D市
（２　中山間地域等）

１０％

１０％

【例１】

A市

小規模事業所以外

５％

D市
（２　中山間地域等）

二重線部分が
「通常の事業の実施地域（運営規程）」

「中山間地
域等」に所
在している
こと

F村（１　特別地域） C村（１　特別地域）

E町 A市

無し
無し
無し
５％

「特別地域」加算及び「中山間地域等」加算について

「小規模事
業所…②」
であること

二重線部分が
「通常の事業の実施地域（運営規程）」

小規模事業所

加算割合

５％

訪問入浴介護、訪問看護、福祉用具
貸与、居宅療養管理指導、訪問リハビ
リテーション（以上「介護予防」を含
む。）、居宅介護支援、訪問介護

１０％＋５％

(以上「介護予防」を含む。）

無し
５％
無し

F村（１　特別地域） C村（１　特別地域）

５％

無し
無し

【例２】

E町

無し

加算割合

無し

無し １０％
１０％＋５％

無し

訪問入浴介護、訪問看護、福祉用具貸与、訪問リハビリテーション、通所
リハビリテーション、居宅療養管理指導（以上「介護予防」を含む。）、居
宅介護支援、訪問介護、通所介護

５％

１０％無し

事業所

①
②

④
⑤ ⑥

①

②

③

④

⑤ ⑥

事業所

③
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令和6年4月1日現在

1 北九州市

2 福岡市

4 久留米市

6 飯塚市

7 田川市

8 柳川市

9 八女市

10 筑後市

13 豊前市

16 筑紫野市

19 宗像市

23 うきは市

24 宮若市

25 嘉麻市

26 朝倉市

27 みやま市

28 糸島市

29 那珂川市

31 篠栗町

34 新宮町

37 芦屋町

41 小竹町

42 鞍手町

44 筑前町

45 東峰村

48 広川町

49 香春町

50 添田町

51 糸田町

52 川崎町

53 大任町

54 赤　村

55 福智町

57 みやこ町

59 上毛町

60 築上町

全域

表１　福岡県内の「中山間地域等」加算の該当地域（事業所所在地による区分）

前年度（4月～2月）の実績で、小規模事業所でなくなったときは、中山間地域等に所在する小規模事業所加算（１０％）の算定はできなくなります。

１　「特別地域」に所在する事業所の加算該当地域
（１５％加算）

２　「中山間地域等」に所在する「小規模事業所」の加算該当地域
（１０％加算）

※「１『特別地域』に所在する事業所の加算該当地域」と重複する地域は対象外

馬島、藍島

③ 求菩提、篠瀬、旧合河村（轟含む）

旧上陽町◎（旧横山村☆に限る。）、
旧黒木町◎（旧大淵村☆、旧笠原村☆及び②に限る。）、
旧矢部村◎、
旧星野村◎

玄海島、小呂島、旧脇山村

旧水縄村

①

全域

旧筑穂町、旧頴田町

旧大和町、旧柳川市

全域
（１に該当する地域を除く）

旧羽犬塚町

姫島 白糸、旧福吉村、旧志摩町（姫島を除く）

旧秋月町、旧杷木町、旧朝倉町

平等寺、上西山、本道寺・柚須原・香園

地島、大島

旧姫治村

旧吉川村 旧笠松村

旧浮羽町

④ 全域（１に該当する地域を除く）

旧高木村、旧上秋月村、旧松末村

旧上広川村

全域

全域

旧伊良原村 全域（１に該当する地域を除く）

旧津野村、⑤ 全域（１に該当する地域を除く）

全域

全域

旧上城井村、⑥ 全域（１に該当する地域を除く）

事業所所在地

旧友枝村 全域（１に該当する地域を除く）

全域

全域

全域

相島

全域

旧南畑村

萩尾

三箇山

旧小石原村 全域（１に該当する地域を除く）

全域
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